
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
及
び
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

○
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
一

○
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
十
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○
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
用
語
の
定
義
）

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

一
～
二
十
四

（
略
）

一
～
二
十
四

（
略
）

二
十
五

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド

圧
縮
水
素
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
車

二
十
五

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド

常
用
の
圧
力
が
四
十
メ
ガ
パ
ス
カ

両
に
固
定
し
た
燃
料
装
置
用
容
器
に
当
該
圧
縮
水
素
を
充
塡
す
る
た
め

ル
以
下
の
圧
縮
水
素
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
車
両
に
固
定
し
た
燃
料

の
処
理
設
備
を
有
す
る
定
置
式
製
造
設
備

装
置
用
容
器
に
当
該
圧
縮
水
素
を
充
て
ん
す
る
た
め
の
処
理
設
備
を
有

す
る
定
置
式
製
造
設
備

２

（
略
）

２

（
略
）

（
定
置
式
製
造
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
定
置
式
製
造
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
六
条

製
造
設
備
が
定
置
式
製
造
設
備
（
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー
タ
、

第
六
条

製
造
設
備
が
定
置
式
製
造
設
備
（
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー
タ
、

圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
及
び
圧
縮
水
素
ス

圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
及
び
特
定
圧
縮
水

タ
ン
ド
を
除
く
。
）
で
あ
る
製
造
施
設
に
お
け
る
法
第
八
条
第
一
号
の
経

素
ス
タ
ン
ド
を
除
く
。
）
で
あ
る
製
造
施
設
に
お
け
る
法
第
八
条
第
一
号

済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
の
安
全
性
を
有
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
の
安
全
性
を
有
す

の
と
認
め
た
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
く
、
ま
た
、

る
も
の
と
認
め
た
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
く
、
ま

製
造
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
に
あ
つ
て
は
、
冷
凍
保
安
規

た
、
製
造
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
に
あ
つ
て
は
、
冷
凍
保

則
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

安
規
則
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
設
備
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
高
圧
ガ
ス
設
備
の
冷

四

可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
設
備
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
高
圧
ガ
ス
設
備
の
冷

却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
は
、
そ
の
外
面
か
ら
当
該
製
造
設
備
以
外
の
可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
設

）
は
、
そ
の
外
面
か
ら
当
該
製
造
設
備
以
外
の
可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
設

備
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
可
燃
性
ガ
ス
の
通
る
部
分
に
限
り
、
圧
縮
水
素

備
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
可
燃
性
ガ
ス
の
通
る
部
分
に
限
り
、
特
定
圧
縮

ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除
く
。
）
に
対
し
五
メ
ー
ト

水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除
く
。
）
に
対
し
五
メ

ル
以
上
、
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
に
対
し
六

ー
ト
ル
以
上
、
特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備

メ
ー
ト
ル
以
上
、
酸
素
の
製
造
設
備
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
酸
素
の
通
る

に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
、
酸
素
の
製
造
設
備
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
酸

部
分
に
限
る
。
）
に
対
し
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

素
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
に
対
し
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
す

た
だ
し
、
第
四
十
三
号
に
規
定
す
る
導
管
の
例
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
配

る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
四
十
三
号
に
規
定
す
る
導
管
の
例
に
よ
り
設
け
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管
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ら
れ
た
配
管
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五
～
四
十
三

（
略
）

五
～
四
十
三

（
略
）

２

製
造
設
備
が
定
置
式
製
造
設
備
（
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー
タ
、
圧
縮

２

製
造
設
備
が
定
置
式
製
造
設
備
（
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー
タ
、
圧
縮

天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
及
び
圧
縮
水
素
ス
タ
ン

天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
及
び
特
定
圧
縮
水
素
ス

ド
を
除
く
。
）
で
あ
る
製
造
施
設
に
お
け
る
法
第
八
条
第
二
号
の
経
済
産

タ
ン
ド
を
除
く
。
）
で
あ
る
製
造
施
設
に
お
け
る
法
第
八
条
第
二
号
の
経

業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
の
安
全
性
を
有
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
の
安
全
性
を
有
す
る
も

認
め
た
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
と
認
め
た
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

（
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
は
、
そ
の
外

七

圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
は
、
そ
の
外

面
か
ら
当
該
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
以
外
の
可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
設

面
か
ら
当
該
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
以
外
の
可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
設

備
（
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
に
規
定
す
る

備
（
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
に
規
定
す
る

液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
（
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除
く
。
次
項

液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
（
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除
く
。
次
項

第
二
十
号
、
次
条
第
一
項
第
二
十
号
、
第
七
条
の
三
第
一
項
第
十
二
号

第
二
十
号
、
次
条
第
一
項
第
二
十
号
、
第
七
条
の
三
第
一
項
第
十
二
号

及
び
同
条
第
二
項
第
二
十
九
号
に
お
い
て
単
に
「
液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ

及
び
同
条
第
二
項
第
二
十
九
号
に
お
い
て
単
に
「
液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ

ン
ド
」
と
い
う
。
）
、
液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
（
処
理
設
備
（
当
該

ン
ド
」
と
い
う
。
）
、
液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
（
処
理
設
備
（
当
該

処
理
設
備
に
お
い
て
気
化
し
た
天
然
ガ
ス
を
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド

処
理
設
備
に
お
い
て
気
化
し
た
天
然
ガ
ス
を
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド

に
送
出
す
る
た
め
の
設
備
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
第

に
送
出
す
る
た
め
の
設
備
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
第

七
条
の
三
第
一
項
第
十
二
号
及
び
同
条
第
二
項
第
二
十
九
号
に
お
い
て

七
条
の
三
第
一
項
第
十
二
号
及
び
同
条
第
二
項
第
二
十
九
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
及
び
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除

同
じ
。
）
及
び
特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備

く
。
）
を
除
く
。
）
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
高
圧
ガ
ス
設
備
の
冷
却
の
用

を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
高
圧
ガ
ス
設
備
の
冷
却

に
供
す
る
冷
凍
設
備
を
除
き
、
可
燃
性
ガ
ス
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）

の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
を
除
き
、
可
燃
性
ガ
ス
の
通
る
部
分
に
限
る

に
対
し
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯

。
）
に
対
し
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、
特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設

蔵
設
備
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
、
酸
素
の
製
造
設
備
の
高
圧
ガ
ス
設

備
及
び
貯
蔵
設
備
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
、
酸
素
の
製
造
設
備
の
高

備
（
酸
素
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
に
対
し
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離

圧
ガ
ス
設
備
（
酸
素
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
に
対
し
十
メ
ー
ト
ル
以

を
有
す
る
こ
と
。

上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と
。
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２

（
略
）

２

（
略
）

一
～
十
九

（
略
）

一
～
十
九

（
略
）

二
十

圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
は
、
そ
の

二
十

圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
は
、
そ
の

外
面
か
ら
当
該
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
以
外
の
可
燃
性
ガ
ス
の
製
造

外
面
か
ら
当
該
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
以
外
の
可
燃
性
ガ
ス
の
製
造

設
備
（
液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
及
び
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
処
理
設

設
備
（
液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
及
び
特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
処

備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
高
圧

理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（

ガ
ス
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
を
除
き
、
可
燃
性
ガ
ス
の

高
圧
ガ
ス
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
を
除
き
、
可
燃
性
ガ

通
る
部
分
に
限
る
。
）
に
対
し
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、
圧
縮
水
素
ス
タ
ン

ス
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
に
対
し
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、
特
定
圧
縮
水

ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
、
酸
素
の
製

素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
、

造
設
備
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
酸
素
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
に
対
し
十

酸
素
の
製
造
設
備
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
酸
素
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）

メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

に
対
し
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

二
十
一

（
略
）

二
十
一

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
七
条
の
二

（
略
）

第
七
条
の
二

（
略
）

一
～
十
九

（
略
）

一
～
十
九

（
略
）

二
十

液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
は
、
そ
の
外
面
か
ら
当
該

二
十

液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
は
、
そ
の
外
面
か
ら
当
該

液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
以
外
の
可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
設
備
（
圧
縮
天

液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
以
外
の
可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
設
備
（
圧
縮
天

然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
（
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除
く
。
以
下
次
条
第

然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
（
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除
く
。
以
下
次
条
第

一
項
第
十
二
号
及
び
同
条
第
二
項
第
二
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

一
項
第
十
二
号
及
び
同
条
第
二
項
第
二
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除
く
。
）
及
び
液

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除
く
。
）
及

化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
を
除
く
。
）
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
高
圧
ガ
ス
設

び
液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
を
除
く
。
）
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
高
圧
ガ

備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
を
除
き
、
可
燃
性
ガ
ス
の
通
る
部

ス
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
を
除
き
、
可
燃
性
ガ
ス
の
通

分
に
限
る
。
）
に
対
し
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処

る
部
分
に
限
る
。
）
に
対
し
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、
特
定
圧
縮
水
素
ス
タ

理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
、
酸
素
の
製
造
設
備

ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
、
酸
素
の

の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
酸
素
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
に
対
し
十
メ
ー
ト

製
造
設
備
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
酸
素
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
に
対
し

ル
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
七
条
の
三

製
造
設
備
が
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
常
用
の
圧
力
が
八
十
二

第
七
条
の
三

製
造
設
備
が
特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
以
下
こ
の
条
に
お
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メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
製
造
施
設

い
て
単
に
「
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
製
造
施
設
に
お

に
お
け
る
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準

け
る
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準

基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
く
、
ま
た
、

に
適
合
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

製
造
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
に
あ
つ
て
は
、
冷
凍
保
安
規

則
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
処
理
設

二

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
処
理
設

備
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
本
体
の
外
面

備
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
本
体
の
外
面

か
ら
公
道
の
道
路
境
界
線
に
対
し
八
メ
ー
ト
ル
（
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド

か
ら
公
道
の
道
路
境
界
線
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
す
る

の
常
用
の
圧
力
が
四
十
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
六

こ
と
。

メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

三
～
九

（
略
）

三
～
九

（
略
）

十

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
可
燃
性
ガ
ス
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、

十

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
可
燃
性
ガ
ス
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、

そ
の
外
面
か
ら
火
気
（
当
該
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
内
の
も
の
を
除
く
。

そ
の
外
面
か
ら
火
気
（
当
該
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
内
の
も
の
を
除
く
。

）
を
取
り
扱
う
施
設
に
対
し
八
メ
ー
ト
ル
（
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
常

）
を
取
り
扱
う
施
設
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
し
、
又
は

用
の
圧
力
が
四
十
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
六
メ
ー

流
動
防
止
措
置
若
し
く
は
当
該
可
燃
性
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
と
き
に
連

ト
ル
）
以
上
の
距
離
を
有
し
、
又
は
流
動
防
止
措
置
若
し
く
は
当
該
可

動
装
置
に
よ
り
直
ち
に
使
用
中
の
火
気
を
消
す
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

燃
性
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
と
き
に
連
動
装
置
に
よ
り
直
ち
に
使
用
中
の

こ
と
。

火
気
を
消
す
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
一
・
十
二

（
略
）

十
一
・
十
二

（
略
）

十
三

充
塡
容
器
等
か
ら
圧
縮
水
素
を
受
け
入
れ
る
配
管
に
は
、
圧
縮
水

（
新
設
）

素
の
流
量
が
著
し
く
増
加
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず

る
と
と
も
に
、
当
該
配
管
（
常
用
の
圧
力
が
充
塡
容
器
等
の
最
高
充
塡

圧
力
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
配
管
の
常
用
の
圧
力
以
下

に
減
圧
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
四

一
の
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
に
お
い
て
、
常
用
の
圧
力
の
異
な
る
複

（
新
設
）

数
の
蓄
圧
器
又
は
圧
縮
機
が
配
管
（
圧
縮
水
素
を
送
り
出
す
た
め
に
蓄

圧
器
に
取
り
付
け
ら
れ
る
配
管
に
接
続
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
接

続
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
配
管
に
、
常
用
の
圧
力
が
高
い
蓄
圧
器
又

は
圧
縮
機
か
ら
常
用
の
圧
力
が
低
い
蓄
圧
器
に
圧
縮
水
素
が
流
入
す
る
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こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２

製
造
設
備
が
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ
る
製
造
施
設
に
係
る
前
項
た
だ

２

製
造
設
備
が
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ
る
製
造
施
設
に
係
る
前
項
た
だ

し
書
き
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
製
造

し
書
き
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
に
あ
つ
て
は
、
冷
凍
保
安
規
則
に

規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
、
第
二
十
一

一

第
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
、
第
二
十
一

号
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
、
第
三
十
二

号
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
、
第
三
十
二

号
、
第
三
十
八
号
及
び
第
四
十
一
号
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

号
、
第
三
十
八
号
及
び
第
四
十
一
号
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

高
圧
ガ
ス
設
備
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
は

二

高
圧
ガ
ス
設
備
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
外
面

、
そ
の
外
面
か
ら
当
該
事
業
所
の
敷
地
境
界
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

か
ら
当
該
事
業
所
の
敷
地
境
界
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
敷
地
境
界

「
敷
地
境
界
」
と
い
う
。
）
に
対
し
八
メ
ー
ト
ル
（
圧
縮
水
素
ス
タ
ン

」
と
い
う
。
）
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
し
、
又
は
こ
れ

ド
の
常
用
の
圧
力
が
四
十
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

と
同
等
以
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
距
離
を
有
し
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

二
の
二

製
造
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
は
、
そ
の
外
面
か

（
新
設
）

ら
、
第
一
種
保
安
物
件
に
対
し
第
一
種
設
備
距
離
以
上
、
第
二
種
保
安

物
件
に
対
し
第
二
種
設
備
距
離
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

三

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
そ
の
本
体
の
外
面
か
ら
公
道
の
道
路
境
界
線

三

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
そ
の
本
体
の
外
面
か
ら
公
道
の
道
路
境
界
線

に
対
し
八
メ
ー
ト
ル
（
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
常
用
の
圧
力
が
四
十
メ

に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
六
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
距
離

を
有
す
る
こ
と
。

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

十

蓄
圧
器
か
ら
圧
縮
水
素
を
受
け
入
れ
る
配
管
に
は
、
第
一
号
で
準
用

十

高
圧
ガ
ス
設
備
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

す
る
第
六
条
第
一
項
第
十
九
号
の
安
全
装
置
が
作
動
す
る
前
に
圧
力
上

圧
力
計
を
設
け
、
か
つ
、
当
該
設
備
内
の
圧
力
が
許
容
圧
力
を
超
え
た

昇
時
に
自
動
的
に
圧
力
を
放
出
す
る
た
め
の
機
能
を
有
す
る
装
置
（
以

場
合
に
直
ち
に
そ
の
圧
力
を
許
容
圧
力
以
下
に
戻
す
こ
と
が
で
き
る
安

下
「
圧
力
リ
リ
ー
フ
弁
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
こ
と
。

全
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
ま
た
、
蓄
圧
器
か
ら
圧
縮
水
素
を
受
け
入
れ

る
配
管
に
は
、
当
該
安
全
装
置
が
作
動
す
る
前
に
圧
力
上
昇
時
に
自
動

的
に
圧
力
を
放
出
す
る
た
め
の
機
能
を
有
す
る
装
置
（
以
下
「
圧
力
リ

リ
ー
フ
弁
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
こ
と
。

十
一

第
一
号
で
準
用
す
る
第
六
条
第
一
項
第
十
九
号
の
安
全
装
置
（
不

十
一

前
号
の
規
定
に
よ
り
設
け
た
安
全
装
置
（
不
活
性
ガ
ス
又
は
空
気

活
性
ガ
ス
又
は
空
気
に
係
る
高
圧
ガ
ス
設
備
に
設
け
た
も
の
を
除
く
。

に
係
る
高
圧
ガ
ス
設
備
に
設
け
た
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
安
全
弁
又

）
の
う
ち
安
全
弁
又
は
破
裂
板
及
び
前
号
の
規
定
に
よ
り
設
け
た
圧
力

は
破
裂
板
及
び
圧
力
リ
リ
ー
フ
弁
に
は
、
放
出
管
を
設
け
る
こ
と
。
こ
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リ
リ
ー
フ
弁
に
は
、
放
出
管
を
設
け
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

の
場
合
に
お
い
て
、
放
出
管
の
開
口
部
の
位
置
は
、
放
出
す
る
ガ
ス
の

放
出
管
の
開
口
部
の
位
置
は
、
放
出
す
る
ガ
ス
の
性
質
に
応
じ
た
適
切

性
質
に
応
じ
た
適
切
な
位
置
で
あ
る
こ
と
。

な
位
置
で
あ
る
こ
と
。

十
二
～
二
十
六

（
略
）

十
二
～
二
十
六

（
略
）

二
十
七

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
可
燃
性
ガ
ス
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）

二
十
七

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
可
燃
性
ガ
ス
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）

は
、
そ
の
外
面
か
ら
火
気
（
当
該
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
内
の
も
の
を
除

は
、
そ
の
外
面
か
ら
火
気
（
当
該
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
内
の
も
の
を
除

く
。
）
を
取
り
扱
う
施
設
に
対
し
八
メ
ー
ト
ル
（
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド

く
。
）
を
取
り
扱
う
施
設
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
し
、

の
常
用
の
圧
力
が
四
十
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
六

又
は
流
動
防
止
措
置
若
し
く
は
可
燃
性
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
と
き
に
連

メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
距
離
を
有
し
、
又
は
流
動
防
止
措
置
若
し
く
は
可

動
装
置
に
よ
り
直
ち
に
使
用
中
の
火
気
を
消
す
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

燃
性
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
と
き
に
連
動
装
置
に
よ
り
直
ち
に
使
用
中
の

こ
と
。

火
気
を
消
す
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
十
八
～
三
十
二

（
略
）

二
十
八
～
三
十
二

（
略
）

三
十
三

容
器
置
場
及
び
充
塡
容
器
等
は
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

三
十
三

容
器
置
場
及
び
充
て
ん
容
器
等
は
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

こ
と
。

る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

容
器
置
場
は
、
そ
の
外
面
か
ら
、
敷
地
境
界
に
対
し
八
メ
ー
ト
ル

ロ

容
器
置
場
は
、
そ
の
外
面
か
ら
、
敷
地
境
界
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル

（
容
器
置
場
内
の
充
塡
容
器
等
の
最
高
充
塡
圧
力
が
四
十
メ
ガ
パ
ス

以
上
の
距
離
を
有
し
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ

カ
ル
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
六
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
距
離
を
有

と
。

し
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ

充
塡
容
器
等
（
断
熱
材
で
被
覆
し
て
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係

ハ

充
て
ん
容
器
等
（
断
熱
材
で
被
覆
し
て
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に

る
容
器
置
場
（
可
燃
性
ガ
ス
の
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
直
射
日
光

係
る
容
器
置
場
（
可
燃
性
ガ
ス
の
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
直
射
日

を
遮
る
た
め
の
措
置
（
当
該
ガ
ス
が
漏
え
い
し
、
爆
発
し
た
と
き
に

光
を
遮
る
た
め
の
措
置
（
当
該
ガ
ス
が
漏
え
い
し
、
爆
発
し
た
と
き

発
生
す
る
爆
風
が
上
方
向
に
開
放
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
に

に
発
生
す
る
爆
風
が
上
方
向
に
開
放
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の

限
る
。
）
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
充
塡
容
器
等
か
ら
圧
縮
水
素

に
限
る
。
）
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
充
て
ん
容
器
等
か
ら
圧
縮

を
受
け
入
れ
る
配
管
に
圧
力
リ
リ
ー
フ
弁
を
設
け
た
場
合
は
、
こ
の

水
素
を
受
け
入
れ
る
配
管
に
圧
力
リ
リ
ー
フ
弁
を
設
け
た
場
合
は
、

限
り
で
な
い
。

こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ
～
ヘ

（
略
）

ニ
～
ヘ

（
略
）

ト

充
塡
容
器
等
か
ら
圧
縮
水
素
を
受
け
入
れ
る
配
管
に
は
、
圧
縮
水

（
新
設
）

素
の
流
量
が
著
し
く
増
加
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
と
と
も
に
、
当
該
配
管
（
常
用
の
圧
力
が
充
塡
容
器
等
の
最
高

充
塡
圧
力
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
配
管
の
常
用
の
圧

力
以
下
に
減
圧
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
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三
十
四

一
の
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
に
お
い
て
、
常
用
の
圧
力
の
異
な
る

（
新
設
）

複
数
の
蓄
圧
器
又
は
圧
縮
機
が
配
管
（
圧
縮
水
素
を
送
り
出
す
た
め
に

蓄
圧
器
に
取
り
付
け
ら
れ
る
配
管
に
接
続
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
で

接
続
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
配
管
に
、
常
用
の
圧
力
が
高
い
蓄
圧
器

又
は
圧
縮
機
か
ら
常
用
の
圧
力
が
低
い
蓄
圧
器
に
圧
縮
水
素
が
流
入
す

る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
十
五

蓄
圧
器
に
は
、
当
該
蓄
圧
器
が
危
険
な
状
態
と
な
つ
た
と
き
に

（
新
設
）

当
該
蓄
圧
器
内
の
圧
縮
水
素
を
安
全
に
放
出
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

３

（
略
）

３

（
略
）

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

製
造
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
に
よ
り
冷
却
し
た
圧
縮

（
新
設
）

水
素
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
車
両
に
固
定
し
た
容
器
に
充
塡
す
る
と

き
は
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
の
ホ
ー
ス
の
先
端
部
に
設
け
た
充
塡
用
の
ノ

ズ
ル
と
当
該
容
器
と
の
接
続
部
が
凍
結
し
た
状
態
で
接
続
し
な
い
こ
と

。
（
移
動
式
製
造
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
移
動
式
製
造
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一

高
圧
ガ
ス
の
製
造
は
、
そ
の
発
生
、
混
合
、
減
圧
又
は
充
塡
に
お
い

一

高
圧
ガ
ス
の
製
造
は
、
そ
の
発
生
、
混
合
、
減
圧
又
は
充
て
ん
に
お

て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
に
よ
り
保
安
上
支
障
の
な
い
状
態

い
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
に
よ
り
保
安
上
支
障
の
な
い
状

で
行
う
こ
と
。

態
で
行
う
こ
と
。

イ

可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
又
は
酸
素
を
製
造
（
ロ
、
ハ
及
び
ル
の

イ

可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
又
は
酸
素
を
製
造
（
ロ
、
ハ
及
び
ル
の

製
造
を
除
く
。
）
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
ガ
ス
の
製
造

製
造
を
除
く
。
）
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
ガ
ス
の
製
造

設
備
の
外
面
か
ら
第
一
種
保
安
物
件
に
対
し
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、

設
備
の
外
面
か
ら
第
一
種
保
安
物
件
に
対
し
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、

第
二
種
保
安
物
件
に
対
し
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と

第
二
種
保
安
物
件
に
対
し
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と

を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
移
動
式
製
造

を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
移
動
式
製
造

設
備
か
ら
高
圧
ガ
ス
を
受
け
入
れ
る
者
（
以
下
「
受
入
者
」
と
い
う

設
備
か
ら
高
圧
ガ
ス
を
受
け
入
れ
る
者
（
以
下
「
受
入
者
」
と
い
う

。
）
が
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
若
し
く
は
法
第
五
条
第
二

。
）
が
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
若
し
く
は
法
第
五
条
第
二

項
の
届
出
を
行
つ
た
と
こ
ろ
に
従
つ
て
設
置
し
た
高
圧
ガ
ス
設
備
又

項
の
届
出
を
行
つ
た
と
こ
ろ
に
従
つ
て
設
置
し
た
高
圧
ガ
ス
設
備
又

は
貯
蔵
設
備
に
、
又
は
法
第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
若
し
く

は
貯
蔵
設
備
に
、
又
は
法
第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
若
し
く

は
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
と
こ
ろ
に
従
つ
て
設

は
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
と
こ
ろ
に
従
つ
て
設
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置
し
た
貯
蔵
設
備
に
、
あ
ら
か
じ
め
明
示
さ
れ
た
停
止
位
置
に
お
い

置
し
た
貯
蔵
設
備
に
、
あ
ら
か
じ
め
明
示
さ
れ
た
停
止
位
置
に
お
い

て
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
受
入
者
の
設
備
と
同

て
高
圧
ガ
ス
を
充
て
ん
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
受
入
者
の
設
備
と

一
敷
地
内
に
あ
る
当
該
物
件
に
対
し
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

同
一
敷
地
内
に
あ
る
当
該
物
件
に
対
し
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス

ロ

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス

タ
ン
ド
内
で
車
両
に
固
定
さ
れ
た
燃
料
装
置
用
容
器
に
充
塡
す
る
と

タ
ン
ド
内
で
車
両
に
固
定
さ
れ
た
燃
料
装
置
用
容
器
に
充
て
ん
す
る

き
は
、
当
該
製
造
設
備
の
外
面
か
ら
公
道
の
道
路
境
界
線
に
対
し
五

と
き
は
、
当
該
製
造
設
備
の
外
面
か
ら
公
道
の
道
路
境
界
線
に
対
し

メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
し
、
か
つ
、
同
項
第
二
号
の
規
定
に
適

五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
し
、
か
つ
、
同
項
第
二
号
の
規
定
に

合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
し
な
い
こ
と
。

適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
し
な
い
こ
と
。

ハ

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
液
化
天
然
ガ

ハ

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
液
化
天
然
ガ

ス
ス
タ
ン
ド
内
で
車
両
に
固
定
さ
れ
た
燃
料
装
置
用
容
器
に
充
塡
す

ス
ス
タ
ン
ド
内
で
車
両
に
固
定
さ
れ
た
燃
料
装
置
用
容
器
に
充
て
ん

る
と
き
は
、
当
該
製
造
設
備
の
外
面
か
ら
公
道
の
道
路
境
界
線
に
対

す
る
と
き
は
、
当
該
製
造
設
備
の
外
面
か
ら
公
道
の
道
路
境
界
線
に

し
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
し
、
か
つ
、
同
項
第
二
号
の
規
定

対
し
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
し
、
か
つ
、
同
項
第
二
号
の
規

に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
し
な
い
こ
と
。

定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
し
な
い
こ
と

。

ニ

貯
槽
に
液
化
ガ
ス
を
充
塡
す
る
と
き
は
、
当
該
液
化
ガ
ス
の
容
量

ニ

貯
槽
に
液
化
ガ
ス
を
充
て
ん
す
る
と
き
は
、
当
該
液
化
ガ
ス
の
容

が
当
該
貯
槽
の
常
用
の
温
度
に
お
い
て
そ
の
内
容
積
の
九
十
パ
ー
セ

量
が
当
該
貯
槽
の
常
用
の
温
度
に
お
い
て
そ
の
内
容
積
の
九
十
パ
ー

ン
ト
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

セ
ン
ト
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ホ

シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
、
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
及
び
こ

ホ

シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
、
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
及
び
こ

れ
ら
の
混
合
物
（
液
化
石
油
ガ
ス
と
の
混
合
物
を
含
む
。
）
の
製
造

れ
ら
の
混
合
物
（
液
化
石
油
ガ
ス
と
の
混
合
物
を
含
む
。
）
の
製
造

設
備
を
使
用
し
て
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
と
き
は
、
当
該
製
造
設
備

設
備
を
使
用
し
て
高
圧
ガ
ス
を
充
て
ん
す
る
と
き
は
、
当
該
製
造
設

の
原
動
機
か
ら
の
火
花
の
放
出
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

備
の
原
動
機
か
ら
の
火
花
の
放
出
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と

。

ヘ

可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
又
は
酸
素
の
製
造
設
備
を
使
用
し
て
高

ヘ

可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
又
は
酸
素
の
製
造
設
備
を
使
用
し
て
高

圧
ガ
ス
を
貯
槽
に
充
塡
す
る
と
き
は
、
当
該
製
造
設
備
の
配
管
と
当

圧
ガ
ス
を
貯
槽
に
充
て
ん
す
る
と
き
は
、
当
該
製
造
設
備
の
配
管
と

該
貯
槽
の
配
管
と
の
接
続
部
分
に
お
い
て
当
該
ガ
ス
が
漏
え
い
す
る

当
該
貯
槽
の
配
管
と
の
接
続
部
分
に
お
い
て
当
該
ガ
ス
が
漏
え
い
す

お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
か
つ
、
充
塡
し
た
後
は
、
こ
れ
ら

る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
か
つ
、
充
て
ん
し
た
後
は
、
こ

の
配
管
内
の
当
該
ガ
ス
を
危
害
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
少

れ
ら
の
配
管
内
の
当
該
ガ
ス
を
危
害
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う

量
ず
つ
放
出
し
た
後
に
こ
れ
ら
の
配
管
を
取
り
外
す
こ
と
。

に
少
量
ず
つ
放
出
し
た
後
に
こ
れ
ら
の
配
管
を
取
り
外
す
こ
と
。

ト

可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
設
備
を
使
用
し
て
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
と

ト

可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
設
備
を
使
用
し
て
高
圧
ガ
ス
を
充
て
ん
す
る

き
は
、
当
該
製
造
設
備
に
生
ず
る
静
電
気
を
除
去
す
る
措
置
を
講
じ

と
き
は
、
当
該
製
造
設
備
に
生
ず
る
静
電
気
を
除
去
す
る
措
置
を
講

て
す
る
こ
と
。

じ
て
す
る
こ
と
。

チ

（
略
）

チ

（
略
）
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リ

車
両
に
固
定
さ
れ
た
容
器
（
当
該
車
両
の
燃
料
の
用
の
み
に
供
す

リ

車
両
に
固
定
さ
れ
た
容
器
（
当
該
車
両
の
燃
料
の
用
の
み
に
供
す

る
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
充
塡
し

る
高
圧
ガ
ス
を
充
て
ん
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
充
て

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
種
製
造
者
の
事
業
所
内
又
は
あ
ら
か
じ

ん
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
種
製
造
者
の
事
業
所
内
又
は
あ
ら

め
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場
所
に
お
い
て
当
該
容
器
に
充
塡
す

か
じ
め
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場
所
に
お
い
て
当
該
容
器
に
充

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

て
ん
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ヌ

（
略
）

ヌ

（
略
）

ル

前
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド

ル

前
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
特
定
圧
縮
水
素
ス
タ

内
で
車
両
に
固
定
さ
れ
た
燃
料
装
置
用
容
器
に
充
塡
す
る
と
き
は
、

ン
ド
内
で
車
両
に
固
定
さ
れ
た
燃
料
装
置
用
容
器
に
充
て
ん
す
る
と

当
該
製
造
設
備
の
外
面
か
ら
公
道
の
道
路
境
界
線
に
対
し
六
メ
ー
ト

き
は
、
当
該
製
造
設
備
の
外
面
か
ら
公
道
の
道
路
境
界
線
に
対
し
六

ル
以
上
の
距
離
を
有
し
、
か
つ
、
同
項
第
二
号
の
規
定
に
適
合
し
て

メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
し
、
か
つ
、
同
項
第
二
号
の
規
定
に
適

い
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
し
な
い
こ
と
。

合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
し
な
い
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

製
造
設
備
が
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ
る
製
造
施
設
に
あ
つ
て
は
、

五

製
造
設
備
が
特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ
る
製
造
施
設
に
あ
つ
て

第
七
条
の
三
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

は
、
第
七
条
の
三
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

六

（
略
）

六

（
略
）

（
保
安
統
括
者
の
選
任
等
）

（
保
安
統
括
者
の
選
任
等
）

第
六
十
四
条

（
略
）

第
六
十
四
条

（
略
）

２

(

略)

２

(

略)

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

処
理
能
力
が
二
十
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
事
業
所
に
お
い
て
、

五

処
理
能
力
が
二
十
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
事
業
所
に
お
い
て
、

専
ら
常
用
の
圧
力
が
八
十
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
圧
縮
水
素
を
燃
料

専
ら
常
用
の
圧
力
が
四
十
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
圧
縮
水
素
を
燃
料
と

と
し
て
使
用
す
る
車
両
に
固
定
さ
れ
た
容
器
に
圧
縮
水
素
を
充
塡
す
る

し
て
使
用
す
る
車
両
に
固
定
さ
れ
た
容
器
に
圧
縮
水
素
を
充
て
ん
す
る

者
で
あ
つ
て
、
甲
種
化
学
責
任
者
免
状
、
乙
種
化
学
責
任
者
免
状
、
丙

者
で
あ
つ
て
、
甲
種
化
学
責
任
者
免
状
、
乙
種
化
学
責
任
者
免
状
、
丙

種
化
学
責
任
者
免
状
、
甲
種
機
械
責
任
者
免
状
又
は
乙
種
機
械
責
任
者

種
化
学
責
任
者
免
状
、
甲
種
機
械
責
任
者
免
状
又
は
乙
種
機
械
責
任
者

免
状
の
交
付
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
圧
縮
水
素
の
製
造
に
関

免
状
の
交
付
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
圧
縮
水
素
の
製
造
に
関

し
六
月
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者
に
そ
の
製
造
に
係
る
保
安
に
つ
い
て

し
六
月
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者
に
そ
の
製
造
に
係
る
保
安
に
つ
い
て

監
督
さ
せ
る
も
の

監
督
さ
せ
る
も
の

３

（
略
）

３

（
略
）

（
保
安
検
査
の
方
法
）

（
保
安
検
査
の
方
法
）
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第
八
十
二
条

（
略
）

第
八
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
定
置
式
製
造
設
備
（
第
六
条
第
一
項

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
定
置
式
製
造
設
備
（
第
六
条
第
一
項

第
二
十
八
号
の
二
に
規
定
す
る
措
置
に
限
る
。
）
、
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ

第
二
十
八
号
の
二
に
規
定
す
る
措
置
に
限
る
。
）
、
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ

レ
ー
タ
、
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
及
び
移
動
式
製
造
設
備
（
第
八
条
第
三
項

レ
ー
タ
、
特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
及
び
移
動
式
製
造
設
備
（
第
八
条
第

に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
保
安
検
査
の
方
法
は
、
別
表
第
三

三
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
保
安
検
査
の
方
法
は
、
別
表

の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で

第
三
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
こ
の
限

な
い
。

り
で
な
い
。
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改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
三
十
五
条
第
一
項
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
十
五
条
第
一
項
関
係
）

検

査

項

目

完

成

検

査

の

方

法

検

査

項

目

完

成

検

査

の

方

法

１

（
略
）

１

（
略
）

一
～
三
十
八

（
略

一
～
三
十
八

（
略
）

一
～
三
十
八

（
略

一
～
三
十
八

（
略
）

）

）

三
十
九

第
六
条
第

三
十
九

可
燃
性
ガ
ス
、
酸
素
及
び
三
フ
ッ
化

三
十
九

第
六
条
第

三
十
九

可
燃
性
ガ
ス
及
び
酸
素
の
製
造
施

一
項
第
三
十
九
号

窒
素
の
製
造
施
設
の
防
消
火
設
備
の
設
置
状

一
項
第
三
十
九
号

設
の
防
消
火
設
備
の
設
置
状
況
を
目
視
に

の
可
燃
性
ガ
ス
、

況
を
目
視
に
よ
る
ほ
か
、
記
録
等
に
よ
り
検

の
可
燃
性
ガ
ス
及

よ
る
ほ
か
、
記
録
等
に
よ
り
検
査
し
、
当

酸
素
及
び
三
フ
ッ

査
し
、
当
該
防
消
火
設
備
の
性
能
を
作
動
試

び
酸
素
の
製
造
施

該
防
消
火
設
備
の
性
能
を
作
動
試
験
又
は

化
窒
素
の
製
造
施

験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

設
の
防
消
火
設
備

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

設
の
防
消
火
設
備

四
十
～
六
十
二

（

四
十
～
六
十
二

（

略
）

略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一

第
六
条
の
二
第

一

（
略
）

一

第
六
条
の
二
第

一

（
略
）

一
項
で
準
用
す
る

一
項
で
準
用
す
る

第
六
条
第
一
項
各

前
項
第
一
号
、
第

号
の
検
査
項
目
の

二
号
、
第
七
号
、

う
ち
、
前
項
第
一

第
八
号
、
第
十
号

号
、
第
二
号
、
第

か
ら
第
二
十
一
号

七
号
、
第
八
号
、

ま
で
、
第
二
十
三

第
十
号
か
ら
第
二

号
、
第
二
十
五
号

十
一
号
ま
で
、
第

、
第
二
十
六
号
、

二
十
三
号
、
第
二

第
二
十
八
号
、
第
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十
五
号
、
第
二
十

三
十
三
号
及
び
第

六
号
、
第
二
十
八

三
十
九
号
か
ら
第

号
、
第
三
十
三
号

四
十
一
号
ま
で
に

及
び
第
三
十
九
号

掲
げ
る
検
査
項
目

か
ら
第
四
十
一
号

ま
で
に
掲
げ
る
も

の
二

第
六
条
の
二
第

二

（
略
）

二

第
六
条
の
二
第

二

（
略
）

二
項
第
一
号
で
準

二
項
第
一
号
で
準

用
す
る
第
六
条
第

用
す
る
前
項
第
一

一
項
各
号
の
検
査

号
、
第
七
号
、
第

項
目
の
う
ち
、
前

八
号
、
第
十
号
か

項
第
一
号
、
第
七

ら
第
二
十
一
号
ま

号
、
第
八
号
、
第

で
、
第
二
十
三
号

十
号
か
ら
第
二
十

、
第
二
十
八
号
、

一
号
ま
で
、
第
二

第
三
十
三
号
及
び

十
三
号
、
第
二
十

第
三
十
九
号
か
ら

八
号
、
第
三
十
三

第
四
十
一
号
ま
で

号
及
び
第
三
十
九

に
掲
げ
る
検
査
項

号
か
ら
第
四
十
一

目

号
ま
で
に
掲
げ
る

も
の

三
～
九

（
略
）

三
～
九

（
略
）

三
～
九

（
略
）

三
～
九

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

一

第
七
条
第
一
項

一

（
略
）

一

第
七
条
第
一
項

一

（
略
）

第
一
号
で
準
用
す

第
一
号
で
準
用
す

る
第
六
条
第
一
項

る
第
一
項
第
一
号

各
号
の
検
査
項
目

、
第
二
号
、
第
五
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の
う
ち
、
第
一
項

号
か
ら
第
二
十
三

第
一
号
、
第
二
号

号
ま
で
、
第
二
十

、
第
五
号
か
ら
第

五
号
か
ら
第
二
十

二
十
三
号
ま
で
、

八
号
ま
で
、
第
三

第
二
十
五
号
か
ら

十
一
号
か
ら
第
三

第
二
十
八
号
ま
で

十
三
号
ま
で
及
び

、
第
三
十
一
号
か

第
三
十
八
号
か
ら

ら
第
三
十
三
号
ま

第
四
十
一
号
ま
で

で
及
び
第
三
十
八

に
掲
げ
る
検
査
項

号
か
ら
第
四
十
一

目

号
ま
で
に
掲
げ
る

も
の

二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

八

第
七
条
第
二
項

八

（
略
）

八

第
七
条
第
二
項

八

（
略
）

第
一
号
で
準
用
す

第
一
号
で
準
用
す

る
第
六
条
第
一
項

る
第
一
項
第
一
号

各
号
の
検
査
項
目

、
第
五
号
、
第
六

の
う
ち
、
第
一
項

号
、
第
九
号
か
ら

第
一
号
、
第
五
号

第
二
十
一
号
ま
で

、
第
六
号
、
第
九

、
第
二
十
七
号
、

号
か
ら
第
二
十
一

第
二
十
八
号
、
第

号
ま
で
、
第
二
十

三
十
三
号
、
第
三

七
号
、
第
二
十
八

十
八
号
、
第
四
十

号
、
第
三
十
三
号

号
及
び
第
四
十
一

、
第
三
十
八
号
、

号
に
掲
げ
る
検
査

第
四
十
号
及
び
第

項
目

四
十
一
号
に
掲
げ

る
も
の
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九
～
二
十
九

（
略

九
～
二
十
九

（
略
）

九
～
二
十
九

（
略

九
～
二
十
九

（
略
）

）

）

４

（
略
）

４

（
略
）

一

第
七
条
の
二
第

一

（
略
）

一

第
七
条
の
二
第

一

（
略
）

一
項
第
一
号
で
準

一
項
第
一
号
で
準

用
す
る
第
六
条
第

用
す
る
第
一
項
第

一
項
各
号
の
検
査

一
号
、
第
九
号
か

項
目
の
う
ち
、
第

ら
第
二
十
二
号
ま

一
項
第
一
号
、
第

で
、
第
二
十
七
号

九
号
か
ら
第
二
十

、
第
二
十
八
号
、

二
号
ま
で
、
第
二

第
三
十
八
号
か
ら

十
七
号
、
第
二
十

第
四
十
一
号
ま
で

八
号
、
第
三
十
八

及
び
第
五
十
号
か

号
か
ら
第
四
十
一

ら
第
六
十
二
号
ま

号
ま
で
及
び
第
五

で
に
掲
げ
る
検
査

十
号
か
ら
第
六
十

項
目

二
号
ま
で
に
掲
げ

る
も
の

二
～
二
十
四

（
略

二
～
二
十
四

（
略
）

二
～
二
十
四

（
略

二
～
二
十
四

（
略
）

）

）

５

製
造
設
備
が
圧
縮

５

製
造
設
備
が
特
定

水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド

る
製
造
施
設
の
場
合

で
あ
る
製
造
施
設
の

場
合

一

第
七
条
の
三
第

一

（
略
）

一

第
七
条
の
三
第

一

（
略
）

一
項
第
一
号
で
準

一
項
第
一
号
で
準

用
す
る
第
六
条
第

用
す
る
第
一
項
第

一
項
各
号
の
検
査

一
号
、
第
二
号
、
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項
目
の
う
ち
、
第

第
五
号
か
ら
第
二

一
項
第
一
号
、
第

十
三
号
ま
で
、
第

二
号
、
第
五
号
か

二
十
五
号
か
ら
第

ら
第
二
十
三
号
ま

二
十
八
号
ま
で
、

で
、
第
二
十
五
号

第
三
十
一
号
、
第

か
ら
第
二
十
八
号

三
十
三
号
及
び
第

ま
で
、
第
三
十
一

三
十
八
号
か
ら
第

号
、
第
三
十
三
号

四
十
九
号
ま
で
に

及
び
第
三
十
八
号

掲
げ
る
検
査
項
目

か
ら
第
四
十
九
号

ま
で
に
掲
げ
る
も

の
二
～
十

（
略
）

二
～
十

（
略
）

二
～
十

（
略
）

二
～
十

（
略
）

十
一

（
略
）

十
一

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
外
面
か
ら
火
気

十
一

（
略
）

十
一

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
外
面
か

を
取
り
扱
う
施
設
ま
で
の
距
離
を
巻
尺
そ
の

ら
火
気
を
取
り
扱
う
施
設
ま
で
の
距
離
を

他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測
定
に
よ
り
検
査

巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測
定

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に
お
い
て
、
規

に
よ
り
検
査
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測
定

定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
目
視
に

に
お
い
て
、
規
定
の
距
離
を
満
た
し
て
い

よ
り
容
易
に
判
定
で
き
る
場
合
に
限
り
、
目

る
こ
と
が
目
視
に
よ
り
容
易
に
判
定
で
き

視
に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
場
合
に
限
り
、
目
視
に
よ
る
検
査
に
代

な
お
、
規
定
の
距
離
を
確
保
す
る
こ
と
が
で

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
規
定
の
距

き
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
漏
え
い
し
た
ガ
ス

離
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で

の
流
動
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ

あ
つ
て
、
漏
え
い
し
た
ガ
ス
の
流
動
防
止

い
て
は
当
該
措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
図
面

措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
当

に
よ
り
検
査
し
、
連
動
装
置
に
よ
り
直
ち
に

該
措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
図
面
に
よ
り

使
用
中
の
火
気
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
措
置

検
査
し
、
連
動
装
置
に
よ
り
直
ち
に
使
用

を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
措
置

中
の
火
気
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
措
置
を

の
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査
し
、

講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
措
置
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当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記

の
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査
し

録
に
よ
り
検
査
す
る
。

、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ

の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

十
三

（
略
）

十
三

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び

十
三

（
略
）

十
三

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設

貯
蔵
設
備
の
外
面
か
ら
他
の
可
燃
性
ガ
ス
又

備
及
び
貯
蔵
設
備
の
外
面
か
ら
他
の
可
燃

は
酸
素
の
高
圧
ガ
ス
設
備
ま
で
の
距
離
を
巻

性
ガ
ス
又
は
酸
素
の
高
圧
ガ
ス
設
備
ま
で

尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測
定
に
よ

の
距
離
を
巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
用

り
検
査
を
行
う
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に
お

い
た
測
定
に
よ
り
検
査
を
行
う
。
た
だ
し

い
て
、
規
定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

、
当
該
測
定
に
お
い
て
、
規
定
の
距
離
を

が
目
視
に
よ
り
容
易
に
判
定
で
き
る
場
合
に

満
た
し
て
い
る
こ
と
が
目
視
に
よ
り
容
易

限
り
、
目
視
に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が

に
判
定
で
き
る
場
合
に
限
り
、
目
視
に
よ

で
き
る
。

る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
四

第
七
条
の
三

十
四

圧
縮
水
素
の
流
量
が
著
し
く
増
加
す
る

（
新
設
）

（
新
設
）

第
一
項
第
十
三
号

こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
配
管
に
講
じ
た
措

の
圧
縮
水
素
の
流

置
の
状
況
を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措

量
が
著
し
く
増
加

置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ

す
る
こ
と
を
防
止

り
検
査
す
る
。

す
る
た
め
の
措
置

十
五

第
七
条
の
三

十
五

配
管
の
常
用
の
圧
力
以
下
に
減
圧
す
る

（
新
設
）

（
新
設
）

第
一
項
第
十
三
号

た
め
に
当
該
配
管
に
講
じ
た
措
置
の
状
況
を

の
配
管
の
常
用
の

目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を

圧
力
が
充
塡
容
器

作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る

等
の
最
高
充
塡
圧

。

力
未
満
の
場
合
に

当
該
配
管
の
常
用

の
圧
力
以
下
に
減

圧
す
る
た
め
の
措
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置
十
六

第
七
条
の
三

十
六

常
用
の
圧
力
が
高
い
蓄
圧
器
又
は
圧
縮

（
新
設
）

（
新
設
）

第
一
項
第
十
四
号

機
か
ら
常
用
の
圧
力
が
低
い
蓄
圧
器
に
圧
縮

の
常
用
の
圧
力
が

水
素
が
流
入
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に

高
い
蓄
圧
器
又
は

配
管
に
講
じ
た
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ
り

圧
縮
機
か
ら
常
用

検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又

の
圧
力
が
低
い
蓄

は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

圧
器
に
圧
縮
水
素

が
流
入
す
る
こ
と

を
防
止
す
る
た
め

の
措
置

十
七

第
七
条
の
三

十
七

第
一
項
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
二
十

十
四

第
七
条
の
三

十
四

第
一
項
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
十

第
二
項
第
一
号
で

号
ま
で
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
三
号
、
第

第
二
項
第
一
号
で

八
号
ま
で
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
三
号

準
用
す
る
第
六
条

二
十
五
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
、
第
三
十

準
用
す
る
第
一
項

、
第
二
十
五
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
、

第
一
項
各
号
の
検

三
号
、
第
三
十
八
号
及
び
第
四
十
一
号
に
掲

第
一
号
、
第
五
号

第
三
十
三
号
、
第
三
十
八
号
及
び
第
四
十

査
項
目
の
う
ち
、

げ
る
完
成
検
査
の
方
法
に
よ
り
検
査
を
行
う

か
ら
第
十
八
号
ま

一
号
に
掲
げ
る
完
成
検
査
の
方
法
に
よ
り

第
一
項
第
一
号
、

。

で
、
第
二
十
二
号

検
査
を
行
う
。

第
五
号
か
ら
第
二

、
第
二
十
三
号
、

十
号
ま
で
、
第
二

第
二
十
五
号
か
ら

十
二
号
、
第
二
十

第
二
十
八
号
ま
で

三
号
、
第
二
十
五

、
第
三
十
三
号
、

号
か
ら
第
二
十
八

第
三
十
八
号
及
び

号
ま
で
、
第
三
十

第
四
十
一
号
に
掲

三
号
、
第
三
十
八

げ
る
検
査
項
目

号
及
び
第
四
十
一

号
に
掲
げ
る
も
の

十
八

（
略
）

十
八

（
略
）

十
五

（
略
）

十
五

（
略
）

十
九

第
七
条
の
三

十
九

製
造
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍

（
新
設
）

（
新
設
）



- 18 -

第
二
項
第
二
号
の

設
備
の
外
面
か
ら
第
一
種
保
安
物
件
及
び
第

二
の
冷
凍
設
備
の

二
種
保
安
物
件
に
対
す
る
距
離
を
巻
尺
そ
の

第
一
種
保
安
物
件

他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測
定
又
は
図
面
に

に
対
す
る
第
一
種

よ
り
検
査
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に
お

設
備
距
離
及
び
第

い
て
、
規
定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

二
種
保
安
物
件
に

が
目
視
に
よ
り
容
易
に
判
定
で
き
る
場
合
に

対
す
る
第
二
種
設

限
り
、
目
視
に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が

備
距
離

で
き
る
。

二
十
～
二
十
七

二
十
～
二
十
七

（
略
）

十
六
～
二
十
三

十
六
～
二
十
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
十
八

第
七
条
の

二
十
八

圧
力
リ
リ
ー
フ
弁
の
設
置
状
況
を
目

二
十
四

第
七
条
の

二
十
四

第
一
項
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号

三
第
二
項
第
十
号

視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査
す
る
。
な
お
、
作

三
第
二
項
第
十
号

に
掲
げ
る
完
成
検
査
の
方
法
並
び
に
圧
力

の
圧
力
リ
リ
ー
フ

動
試
験
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
装
置
に
つ
い

の
高
圧
ガ
ス
設
備

リ
リ
ー
フ
弁
の
設
置
状
況
を
目
視
、
図
面

弁

て
は
、
そ
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記

の
圧
力
計
、
安
全

等
に
よ
り
検
査
す
る
。
な
お
、
作
動
試
験

録
に
よ
り
検
査
す
る
。

装
置
及
び
圧
力
リ

を
行
う
こ
と
が
可
能
な
装
置
に
つ
い
て
は

リ
ー
フ
弁

、
そ
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録

に
よ
り
検
査
す
る
。

二
十
九
～
四
十
四

二
十
九
～
四
十
四

（
略
）

二
十
五
～
四
十

（

二
十
五
～
四
十

（
略
）

（
略
）

略
）

四
十
五

（
略
）

四
十
五

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
外
面
か
ら
火

四
十
一

（
略
）

四
十
一

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
外
面

気
を
取
り
扱
う
施
設
ま
で
の
距
離
を
巻
尺
そ

か
ら
火
気
を
取
り
扱
う
施
設
ま
で
の
距
離

の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測
定
に
よ
り
検

を
巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測

査
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に
お
い
て
、

定
に
よ
り
検
査
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測

規
定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
目
視

定
に
お
い
て
、
規
定
の
距
離
を
満
た
し
て

に
よ
り
容
易
に
判
定
で
き
る
場
合
に
限
り
、

い
る
こ
と
が
目
視
に
よ
り
容
易
に
判
定
で

目
視
に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

き
る
場
合
に
限
り
、
目
視
に
よ
る
検
査
に

。
な
お
、
規
定
の
距
離
を
確
保
す
る
こ
と
が

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
規
定
の

で
き
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
漏
え
い
し
た
ガ

距
離
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
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ス
の
流
動
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に

で
あ
つ
て
、
漏
え
い
し
た
ガ
ス
の
流
動
防

つ
い
て
は
当
該
措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
図

止
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は

面
に
よ
り
検
査
し
、
連
動
装
置
に
よ
り
直
ち

当
該
措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
図
面
に
よ

に
使
用
中
の
火
気
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
措

り
検
査
し
、
連
動
装
置
に
よ
り
直
ち
に
使

置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
措

用
中
の
火
気
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
措
置

置
の
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査
し

を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
措

、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の

置
の
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査

記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

四
十
六

（
略
）

四
十
六

（
略
）

四
十
二

（
略
）

四
十
二

（
略
）

四
十
七

（
略
）

四
十
七

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及

四
十
三

（
略
）

四
十
三

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理

び
貯
蔵
設
備
の
外
面
か
ら
他
の
可
燃
性
ガ
ス

設
備
及
び
貯
蔵
設
備
の
外
面
か
ら
他
の
可

又
は
酸
素
の
高
圧
ガ
ス
設
備
ま
で
の
距
離
を

燃
性
ガ
ス
又
は
酸
素
の
高
圧
ガ
ス
設
備
ま

巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測
定
に

で
の
距
離
を
巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を

よ
り
検
査
を
行
う
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に

用
い
た
測
定
に
よ
り
検
査
を
行
う
。
た
だ

お
い
て
、
規
定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ

し
、
当
該
測
定
に
お
い
て
、
規
定
の
距
離

と
が
目
視
に
よ
り
容
易
に
判
定
で
き
る
場
合

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
目
視
に
よ
り
容

に
限
り
、
目
視
に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と

易
に
判
定
で
き
る
場
合
に
限
り
、
目
視
に

が
で
き
る
。

よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
十
八

（
略
）

四
十
八

（
略
）

四
十
四

（
略
）

四
十
四

（
略
）

四
十
九

第
七
条
の

四
十
九

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
消
火
設
備
の

四
十
五

第
七
条
の

四
十
五

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
消
火

三
第
二
項
第
三
十

設
置
状
況
を
目
視
及
び
記
録
に
よ
り
検
査
す

三
第
二
項
第
三
十

設
備
の
設
置
状
況
を
目
視
及
び
記
録
に
よ

一
号
の
圧
縮
水
素

る
。

一
号
の
特
定
圧
縮

り
検
査
す
る
。

ス
タ
ン
ド
の
消
火

水
素
ス
タ
ン
ド
の

設
備

消
火
設
備

五
十
～
五
十
六

五
十
～
五
十
六

（
略
）

四
十
六
～
五
十
二

四
十
六
～
五
十
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五
十
七

第
七
条
の

五
十
七

圧
縮
水
素
の
流
量
が
著
し
く
増
加
す

（
新
設
）

（
新
設
）
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三
第
二
項
第
三
十

る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
配
管
に
講
じ
た

三
号
ト
の
圧
縮
水

措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該

素
の
流
量
が
著
し

措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に

く
増
加
す
る
こ
と

よ
り
検
査
す
る
。

を
防
止
す
る
た
め

の
措
置

五
十
八

第
七
条
の

五
十
八

配
管
の
常
用
の
圧
力
以
下
に
減
圧
す

（
新
設
）

（
新
設
）

三
第
二
項
第
三
十

る
た
め
に
当
該
配
管
に
講
じ
た
措
置
の
状
況

三
号
ト
の
配
管
の

を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能

常
用
の
圧
力
が
充

を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す

塡
容
器
等
の
最
高

る
。

充
塡
圧
力
未
満
の

場
合
に
当
該
配
管

の
常
用
の
圧
力
以

下
に
減
圧
す
る
た

め
の
措
置

五
十
九

第
七
条
の

五
十
九

常
用
の
圧
力
が
高
い
蓄
圧
器
又
は
圧

（
新
設
）

（
新
設
）

三
第
二
項
第
三
十

縮
機
か
ら
常
用
の
圧
力
が
低
い
蓄
圧
器
に
圧

四
号
の
常
用
の
圧

縮
水
素
が
流
入
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め

力
が
高
い
蓄
圧
器

に
配
管
に
講
じ
た
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ

又
は
圧
縮
機
か
ら

り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験

常
用
の
圧
力
が
低

又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

い
蓄
圧
器
に
圧
縮

水
素
が
流
入
す
る

こ
と
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置

六
十

第
七
条
の
三

六
十

圧
縮
水
素
を
安
全
に
放
出
す
る
た
め
に

（
新
設
）

（
新
設
）

第
二
項
第
三
十
五

蓄
圧
器
に
講
じ
た
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ
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号
の
蓄
圧
器
が
危

り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験

険
な
状
態
と
な
つ

又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

た
と
き
に
圧
縮
水

素
を
安
全
に
放
出

す
る
た
め
の
措
置

６

（
略
）

６

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
八
条
第
一
項

三

（
略
）

三

第
八
条
第
一
項

三

（
略
）

第
三
号
で
準
用
す

第
三
号
で
準
用
す

る
第
六
条
第
一
項

る
第
一
項
第
十
一

各
号
の
検
査
項
目

号
か
ら
第
十
三
号

の
う
ち
、
第
一
項

ま
で
に
掲
げ
る
検

第
十
一
号
か
ら
第

査
項
目

十
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
も
の

四

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

五

第
八
条
第
一
項

五

（
略
）

五

第
八
条
第
一
項

五

（
略
）

第
五
号
で
準
用
す

第
五
号
で
準
用
す

る
第
六
条
第
一
項

る
第
一
項
第
四
十

第
四
十
二
号
の
検

二
号
か
ら
第
四
十

査
項
目
の
う
ち
、

九
号
ま
で
に
掲
げ

第
一
項
第
四
十
二

る
検
査
項
目

号
か
ら
第
四
十
九

号
ま
で
に
掲
げ
る

も
の

７

（
略
）

７

（
略
）

一

第
八
条
第
三
項

一

（
略
）

一

第
八
条
第
三
項

一

（
略
）

で
準
用
す
る
同
条

で
準
用
す
る
前
項
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第
一
項
の
検
査
項

各
号
に
掲
げ
る
検

目
の
う
ち
、
前
項

査
項
目
及
び
同
条

各
号
に
掲
げ
る
も

第
三
項
第
一
号
の

の
及
び
同
条
第
三

充
て
ん
ホ
ー
ス
の

項
第
一
号
の
充
塡

材
料

ホ
ー
ス
の
材
料

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

備
考

備
考

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

別
表
第
二
（
第
三
十
五
条
第
二
項
関
係
）

別
表
第
二
（
第
三
十
五
条
第
二
項
関
係
）

検

査

項

目

完

成

検

査

の

方

法

検

査

項

目

完

成

検

査

の

方

法

１

（
略
）

１

（
略
）

一

第
二
十
二
条
で

一

（
略
）

一

第
二
十
二
条
で

一

（
略
）

準
用
す
る
第
六
条

準
用
す
る
別
表
第

第
一
項
各
号
の
検

一
の
第
一
項
第
一

査
項
目
の
う
ち
、

号
か
ら
第
三
号
ま

別
表
第
一
の
第
一

で
、
第
五
号
か
ら

項
第
一
号
か
ら
第

第
九
号
ま
で
、
第

三
号
ま
で
、
第
五

十
一
号
か
ら
第
二

号
か
ら
第
九
号
ま

十
三
号
ま
で
、
第

で
、
第
十
一
号
か

二
十
五
号
、
第
二

ら
第
二
十
三
号
ま

十
六
号
及
び
第
三

で
、
第
二
十
五
号

十
二
号
か
ら
第
四

、
第
二
十
六
号
及

十
一
号
ま
で
に
掲

び
第
三
十
二
号
か

げ
る
検
査
項
目

ら
第
四
十
一
号
ま
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で
に
掲
げ
る
も
の

２

（
略
）

２

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

第
二
十
三
条

ロ

第
二
十
三
条

第
一
号
で
準
用

第
一
号
で
準
用

す
る
第
六
条
第

す
る
別
表
第
一

一
項
第
四
十
二

の
第
一
項
第
四

号
の
検
査
項
目

十
二
号
及
び
第

の
う
ち
、
別
表

四
十
五
号
か
ら

第
一
の
第
一
項

第
四
十
九
号
ま

第
四
十
二
号
及

で
に
掲
げ
る
検

び
第
四
十
五
号

査
項
目

か
ら
第
四
十
九

号
ま
で
に
掲
げ

る
も
の

二

容
器
が
配
管
に

二

（
略
）

二

容
器
が
配
管
に

二

（
略
）

よ
り
接
続
さ
れ
て

よ
り
接
続
さ
れ
て

い
る
場
合
の
配
管

い
る
場
合
の
配
管

に
つ
い
て
は
、
第

に
つ
い
て
は
、
第

二
十
三
条
第
二
号

二
十
三
条
第
二
号

で
準
用
す
る
第
六

で
準
用
す
る
別
表

条
第
一
項
各
号
の

第
一
の
第
一
項
第

検
査
項
目
の
う
ち

十
一
号
か
ら
第
十

、
別
表
第
一
の
第

三
号
ま
で
に
掲
げ

一
項
第
十
一
号
か

る
検
査
項
目

ら
第
十
三
号
ま
で

に
掲
げ
る
も
の
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三

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

別
表
第
三
（
第
八
十
二
条
第
三
項
関
係
）

別
表
第
三
（
第
八
十
二
条
第
三
項
関
係
）

検

査

項

目

保

安

検

査

の

方

法

検

査

項

目

保

安

検

査

の

方

法

１
・
２

（
略
）

（
略
）

１
・
２

（
略
）

（
略
）

３

製
造
設
備
が
圧
縮

３

製
造
設
備
が
特
定

水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド

る
製
造
施
設
の
場
合

で
あ
る
製
造
施
設
の

場
合

一
～
四
十
六

（
略

一
～
四
十
六

（
略
）

一
～
四
十
六

（
略

一
～
四
十
六

（
略
）

）

）

四
十
七

（
略
）

四
十
七

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
外
面
か
ら
火

四
十
七

（
略
）

四
十
七

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
外
面

気
を
取
り
扱
う
施
設
ま
で
の
距
離
を
巻
尺
そ

か
ら
火
気
を
取
り
扱
う
施
設
ま
で
の
距
離

の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測
定
に
よ
り
検

を
巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測

査
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に
お
い
て
、

定
に
よ
り
検
査
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測

規
定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
目
視

定
に
お
い
て
、
規
定
の
距
離
を
満
た
し
て

に
よ
り
容
易
に
判
定
で
き
る
場
合
に
限
り
、

い
る
こ
と
が
目
視
に
よ
り
容
易
に
判
定
で

目
視
に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

き
る
場
合
に
限
り
、
目
視
に
よ
る
検
査
に

。
な
お
、
規
定
の
距
離
を
確
保
す
る
こ
と
が

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
規
定
の

で
き
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
漏
え
い
し
た
ガ

距
離
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

ス
の
流
動
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に

で
あ
つ
て
、
漏
え
い
し
た
ガ
ス
の
流
動
防

つ
い
て
は
当
該
措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
図

止
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は

面
に
よ
り
検
査
し
、
連
動
装
置
に
よ
り
直
ち

当
該
措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
図
面
に
よ

に
使
用
中
の
火
気
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
措

り
検
査
し
、
連
動
装
置
に
よ
り
直
ち
に
使

置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
措

用
中
の
火
気
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
措
置

置
の
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査
し

を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
措

、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の

置
の
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査
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記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

四
十
八

（
略
）

四
十
八

（
略
）

四
十
八

（
略
）

四
十
八

（
略
）

四
十
九

（
略
）

四
十
九

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及

四
十
九

（
略
）

四
十
九

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理

び
貯
蔵
設
備
の
外
面
か
ら
他
の
可
燃
性
ガ
ス

設
備
及
び
貯
蔵
設
備
の
外
面
か
ら
他
の
可

又
は
酸
素
の
高
圧
ガ
ス
設
備
ま
で
の
距
離
を

燃
性
ガ
ス
又
は
酸
素
の
高
圧
ガ
ス
設
備
ま

巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測
定
に

で
の
距
離
を
巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を

よ
り
検
査
を
行
う
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に

用
い
た
測
定
に
よ
り
検
査
を
行
う
。
た
だ

お
い
て
、
規
定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ

し
、
当
該
測
定
に
お
い
て
、
規
定
の
距
離

と
が
目
視
に
よ
り
容
易
に
判
定
で
き
る
場
合

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
目
視
に
よ
り
容

に
限
り
、
目
視
に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と

易
に
判
定
で
き
る
場
合
に
限
り
、
目
視
に

が
で
き
る
。

よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
十

第
七
条
の
三

五
十

圧
縮
水
素
の
流
量
が
著
し
く
増
加
す
る

（
新
設
）

（
新
設
）

第
一
項
第
十
三
号

こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
配
管
に
講
じ
た
措

の
圧
縮
水
素
の
流

置
の
状
況
を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措

量
が
著
し
く
増
加

置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ

す
る
こ
と
を
防
止

り
検
査
す
る
。

す
る
た
め
の
措
置

五
十
一

第
七
条
の

五
十
一

配
管
の
常
用
の
圧
力
以
下
に
減
圧
す

（
新
設
）

（
新
設
）

三
第
一
項
第
十
三

る
た
め
に
当
該
配
管
に
講
じ
た
措
置
の
状
況

号
の
配
管
の
常
用

を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能

の
圧
力
が
充
塡
容

を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す

器
等
の
最
高
充
塡

る
。

圧
力
未
満
の
場
合

に
当
該
配
管
の
常

用
の
圧
力
以
下
に

減
圧
す
る
た
め
の

措
置
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五
十
二

第
七
条
の

五
十
二

常
用
の
圧
力
が
高
い
蓄
圧
器
又
は
圧

（
新
設
）

（
新
設
）

三
第
一
項
第
十
四

縮
機
か
ら
常
用
の
圧
力
が
低
い
蓄
圧
器
に
圧

号
の
常
用
の
圧
力

縮
水
素
が
流
入
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め

が
高
い
蓄
圧
器
又

に
配
管
に
講
じ
た
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ

は
圧
縮
機
か
ら
常

り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験

用
の
圧
力
が
低
い

又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

蓄
圧
器
に
圧
縮
水

素
が
流
入
す
る
こ

と
を
防
止
す
る
た

め
の
措
置

五
十
三

第
七
条
の

五
十
三

第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
十
七
号
ま

五
十

第
七
条
の
三

五
十

第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま

三
第
二
項
第
一
号

で
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
、
第

第
二
項
第
一
号
で

で
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
、

で
準
用
す
る
第
六

二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
及
び
第
三
十
号
に

準
用
す
る
第
一
号

第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
及
び
第
三
十

条
第
一
項
各
号
の

掲
げ
る
保
安
検
査
の
方
法
に
よ
り
検
査
す
る

、
第
三
号
か
ら
第

号
に
掲
げ
る
保
安
検
査
の
方
法
に
よ
り
検

検
査
項
目
の
う
ち

。

十
五
号
ま
で
、
第

査
す
る
。

、
第
一
号
、
第
三

十
九
号
か
ら
第
二

号
か
ら
第
十
七
号

十
四
号
ま
で
、
第

ま
で
、
第
十
九
号

二
十
六
号
、
第
二

か
ら
第
二
十
四
号

十
七
号
及
び
第
三

ま
で
、
第
二
十
六

十
号
に
掲
げ
る
検

号
、
第
二
十
七
号

査
項
目

及
び
第
三
十
号
に

掲
げ
る
も
の

五
十
四

（
略
）

五
十
四

（
略
）

五
十
一

（
略
）

五
十
一

（
略
）

五
十
五

第
七
条
の

五
十
五

製
造
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷

（
新
設
）

（
新
設
）

三
第
二
項
第
二
号

凍
設
備
の
外
面
か
ら
第
一
種
保
安
物
件
及
び

の
二
の
冷
凍
設
備

第
二
種
保
安
物
件
に
対
す
る
距
離
を
巻
尺
そ

の
第
一
種
保
安
物

の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測
定
又
は
図
面
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件
に
対
す
る
第
一

に
よ
り
検
査
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に

種
設
備
距
離
及
び

お
い
て
、
規
定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ

第
二
種
保
安
物
件

と
が
目
視
に
よ
り
容
易
に
判
定
で
き
る
場
合

に
対
す
る
第
二
種

に
限
り
、
目
視
に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と

設
備
距
離

が
で
き
る
。

五
十
六
～
六
十
三

五
十
六
～
六
十
三

（
略
）

五
十
二
～
五
十
九

五
十
二
～
五
十
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六
十
四

第
七
条
の

六
十
四

圧
力
リ
リ
ー
フ
弁
の
設
置
状
況
を
目

六
十

第
七
条
の
三

六
十

第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る

三
第
二
項
第
十
号

視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査
す
る
。
な
お
、
作

第
二
項
第
十
号
の

保
安
検
査
の
方
法
並
び
に
圧
力
リ
リ
ー
フ

の
圧
力
リ
リ
ー
フ

動
試
験
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
装
置
に
つ
い

高
圧
ガ
ス
設
備
の

弁
の
設
置
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ
り

弁

て
は
、
そ
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記

圧
力
計
、
安
全
装

検
査
す
る
。
な
お
、
作
動
試
験
を
行
う
こ

録
に
よ
り
検
査
す
る
。

置
及
び
圧
力
リ
リ

と
が
可
能
な
装
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
機

ー
フ
弁

能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検

査
す
る
。

六
十
五
～
八
十

（

六
十
五
～
八
十

（
略
）

六
十
一
～
七
十
六

六
十
一
～
七
十
六

（
略
）

略
）

（
略
）

八
十
一

（
略
）

八
十
一

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
外
面
か
ら
火

七
十
七

（
略
）

七
十
七

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
外
面

気
を
取
り
扱
う
施
設
ま
で
の
距
離
を
巻
尺
そ

か
ら
火
気
を
取
り
扱
う
施
設
ま
で
の
距
離

の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測
定
に
よ
り
検

を
巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測

査
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に
お
い
て
、

定
に
よ
り
検
査
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測

規
定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
目
視

定
に
お
い
て
、
規
定
の
距
離
を
満
た
し
て

に
よ
り
容
易
に
判
定
で
き
る
場
合
に
限
り
、

い
る
こ
と
が
目
視
に
よ
り
容
易
に
判
定
で

目
視
に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

き
る
場
合
に
限
り
、
目
視
に
よ
る
検
査
に

。
な
お
、
規
定
の
距
離
を
確
保
す
る
こ
と
が

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
規
定
の

で
き
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
漏
え
い
し
た
ガ

距
離
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

ス
の
流
動
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に

で
あ
つ
て
、
漏
え
い
し
た
ガ
ス
の
流
動
防

つ
い
て
は
当
該
措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
図

止
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は

面
に
よ
り
検
査
し
、
連
動
装
置
に
よ
り
直
ち

当
該
措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
図
面
に
よ
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に
使
用
中
の
火
気
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
措

り
検
査
し
、
連
動
装
置
に
よ
り
直
ち
に
使

置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
措

用
中
の
火
気
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
措
置

置
の
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査
し

を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
措

、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の

置
の
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査

記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

八
十
二

（
略
）

八
十
二

（
略
）

七
十
八

（
略
）

七
十
八

（
略
）

八
十
三

（
略
）

八
十
三

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及

七
十
九

（
略
）

七
十
九

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処

び
貯
蔵
設
備
の
外
面
か
ら
他
の
可
燃
性
ガ
ス

理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
の
外
面
か
ら
他
の

又
は
酸
素
の
高
圧
ガ
ス
設
備
ま
で
の
距
離
を

可
燃
性
ガ
ス
又
は
酸
素
の
高
圧
ガ
ス
設
備

巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測
定
に

ま
で
の
距
離
を
巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具

よ
り
検
査
を
行
う
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に

を
用
い
た
測
定
に
よ
り
検
査
を
行
う
。
た

お
い
て
、
規
定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ

だ
し
、
当
該
測
定
に
お
い
て
、
規
定
の
距

と
が
目
視
に
よ
り
容
易
に
判
定
で
き
る
場
合

離
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
目
視
に
よ
り

に
限
り
、
目
視
に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と

容
易
に
判
定
で
き
る
場
合
に
限
り
、
目
視

が
で
き
る
。

に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

八
十
四

（
略
）

八
十
四

（
略
）

八
十

（
略
）

八
十

（
略
）

八
十
五

第
七
条
の

八
十
五

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
消
火
設
備
の

八
十
一

第
七
条
の

八
十
一

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
消
火

三
第
二
項
第
三
十

設
置
状
況
及
び
維
持
管
理
状
況
を
目
視
及
び

三
第
二
項
第
三
十

設
備
の
設
置
状
況
及
び
維
持
管
理
状
況
を

一
号
の
圧
縮
水
素

記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

一
号
の
特
定
圧
縮

目
視
及
び
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

ス
タ
ン
ド
の
消
火

水
素
ス
タ
ン
ド
の

設
備

消
火
設
備

八
十
六
～
九
十
二

八
十
六
～
九
十
二

（
略
）

八
十
二
～
八
十
八

八
十
二
～
八
十
八

（
略
）

（
略
）

（
略
）

九
十
三

第
七
条
の

九
十
三

圧
縮
水
素
の
流
量
が
著
し
く
増
加
す

（
新
設
）

（
新
設
）

三
第
二
項
第
三
十

る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
配
管
に
講
じ
た

三
号
ト
の
圧
縮
水

措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該

素
の
流
量
が
著
し

措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
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く
増
加
す
る
こ
と

よ
り
検
査
す
る
。

を
防
止
す
る
た
め

の
措
置

九
十
四

第
七
条
の

九
十
四

配
管
の
常
用
の
圧
力
以
下
に
減
圧
す

（
新
設
）

（
新
設
）

三
第
二
項
第
三
十

る
た
め
に
当
該
配
管
に
講
じ
た
措
置
の
状
況

三
号
ト
の
配
管
の

を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能

常
用
の
圧
力
が
充

を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す

塡
容
器
等
の
最
高

る
。

充
塡
圧
力
未
満
の

場
合
に
当
該
配
管

の
常
用
の
圧
力
以

下
に
減
圧
す
る
た

め
の
措
置

九
十
五

第
七
条
の

九
十
五

常
用
の
圧
力
が
高
い
蓄
圧
器
又
は
圧

（
新
設
）

（
新
設
）

三
第
二
項
第
三
十

縮
機
か
ら
常
用
の
圧
力
が
低
い
蓄
圧
器
に
圧

四
号
の
常
用
の
圧

縮
水
素
が
流
入
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め

力
が
高
い
蓄
圧
器

に
配
管
に
講
じ
た
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ

又
は
圧
縮
機
か
ら

り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験

常
用
の
圧
力
が
低

又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

い
蓄
圧
器
に
圧
縮

水
素
が
流
入
す
る

こ
と
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置

九
十
六

第
七
条
の

九
十
六

圧
縮
水
素
を
安
全
に
放
出
す
る
た
め

（
新
設
）

（
新
設
）

三
第
二
項
第
三
十

に
蓄
圧
器
に
講
じ
た
措
置
の
状
況
を
目
視
に

五
号
の
蓄
圧
器
が

よ
り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試

危
険
な
状
態
と
な

験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

つ
た
と
き
に
圧
縮
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水
素
を
安
全
に
放

出
す
る
た
め
の
措

置

４

（
略
）

（
略
）

４

（
略
）

（
略
）



- 31 -

○
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
用
語
の
定
義
）

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

一
～
十
五
の
二

（
略
）

一
～
十
五
の
二

（
略
）

十
五
の
三

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド

圧
縮
水
素
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る

十
五
の
三

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド

常
用
の
圧
力
が
四
十
メ
ガ
パ
ス

車
両
に
固
定
し
た
燃
料
装
置
用
容
器
に
当
該
圧
縮
水
素
を
充
塡
す
る
た

カ
ル
以
下
の
圧
縮
水
素
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
車
両
に
固
定
し
た
燃

め
の
処
理
設
備
を
有
す
る
定
置
式
製
造
設
備

料
装
置
用
容
器
に
当
該
圧
縮
水
素
を
充
て
ん
す
る
た
め
の
処
理
設
備
を

有
す
る
定
置
式
製
造
設
備

十
六
～
二
十
六

（
略
）

十
六
～
二
十
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
製
造
施
設
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
製
造
施
設
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
五
条

製
造
施
設
（
製
造
設
備
が
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー
タ
、
特
定
液

第
五
条

製
造
施
設
（
製
造
設
備
が
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー
タ
、
特
定
液

化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
液
化
天
然
ガ
ス
ス

化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
液
化
天
然
ガ
ス
ス

タ
ン
ド
及
び
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
け
る
法

タ
ン
ド
及
び
特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
け

第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各

る
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次

号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ

の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
定
め
る

ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
製
造
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
に
あ

と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
製
造
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備

つ
て
は
、
冷
凍
保
安
規
則
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
る
こ
と
が
で

に
あ
つ
て
は
、
冷
凍
保
安
規
則
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
る
こ
と

き
る
。

が
で
き
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

可
燃
性
ガ
ス
（
特
定
液
化
石
油
ガ
ス
を
除
く
。
）
の
製
造
設
備
の

十
一

可
燃
性
ガ
ス
（
特
定
液
化
石
油
ガ
ス
を
除
く
。
）
の
製
造
設
備
の

高
圧
ガ
ス
設
備
（
高
圧
ガ
ス
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
を

高
圧
ガ
ス
設
備
（
高
圧
ガ
ス
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
を

除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
外
面
（
液
化
石
油

除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
外
面
（
液
化
石
油

ガ
ス
岩
盤
貯
槽
に
あ
つ
て
は
、
配
管
竪
坑
の
内
面
）
か
ら
当
該
製
造
設

ガ
ス
岩
盤
貯
槽
に
あ
つ
て
は
、
配
管
竪
坑
の
内
面
）
か
ら
当
該
製
造
設

備
以
外
の
可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
設
備
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
可
燃
性
ガ
ス

備
以
外
の
可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
設
備
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
可
燃
性
ガ
ス

の
通
る
部
分
に
限
り
、
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設

の
通
る
部
分
に
限
り
、
特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯

備
を
除
く
。
）
に
対
し
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処

蔵
設
備
を
除
く
。
）
に
対
し
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、
特
定
圧
縮
水
素
ス
タ

理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
、
酸
素
の
製
造
設
備

ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
、
酸
素
の
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の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
酸
素
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
に
対
し
十
メ
ー
ト

製
造
設
備
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
酸
素
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
に
対
し

ル
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
九
条
又
は
第
十
条
に
規

十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
九
条
又
は
第

定
す
る
導
管
の
例
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
配
管
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

十
条
に
規
定
す
る
導
管
の
例
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
配
管
に
つ
い
て
は
、

で
な
い
。

こ
の
限
り
で
な
い
。

十
二
～
六
十
五

（
略
）

十
二
～
六
十
五

（
略
）

２

製
造
施
設
（
製
造
設
備
が
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー
タ
、
特
定
液
化
石

２

製
造
施
設
（
製
造
設
備
が
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー
タ
、
特
定
液
化
石

油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン

油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン

ド
及
び
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
け
る
法
第
八

ド
及
び
特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
け
る
法

条
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に

第
八
条
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各

掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ

よ
る
。

ろ
に
よ
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

（
特
定
液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
特
定
液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
第
五
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
六
号

二

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
第
五
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
六

及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
処
理
設
備
並
び
に
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る

号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
規
定
す
る
処
理
設
備
（
第
八
号
に
あ
つ
て
は
製

製
造
設
備
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

造
設
備
）
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
第
五
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
六
号

二

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
第
五
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
六

及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
処
理
設
備
並
び
に
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る

号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
規
定
す
る
処
理
設
備
（
第
八
号
に
あ
つ
て
は
製

製
造
設
備
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
本
体

造
設
備
）
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
本
体

の
外
面
か
ら
公
道
の
道
路
境
界
線
に
対
し
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を

の
外
面
か
ら
公
道
の
道
路
境
界
線
に
対
し
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を

有
す
る
こ
と
。

有
す
る
こ
と
。

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）
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七

圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
は
、
そ
の
外

七

圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
は
、
そ
の
外

面
か
ら
当
該
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
以
外
の
可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
設

面
か
ら
当
該
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
以
外
の
可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
設

備
（
特
定
液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
（
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除

備
（
特
定
液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
（
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除

く
。
次
項
第
二
十
号
、
次
条
第
一
項
第
二
十
号
、
第
七
条
の
三
第
一
項

く
。
次
項
第
二
十
号
、
次
条
第
一
項
第
二
十
号
、
第
七
条
の
三
第
一
項

第
十
二
号
及
び
同
条
第
二
項
第
二
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
液
化

第
十
二
号
及
び
同
条
第
二
項
第
二
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
液
化

天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
（
処
理
設
備
（
当
該
処
理
設
備
に
お
い
て
気
化
し

天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
（
処
理
設
備
（
当
該
処
理
設
備
に
お
い
て
気
化
し

た
天
然
ガ
ス
を
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
に
送
出
す
る
た
め
の
設
備
を

た
天
然
ガ
ス
を
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
に
送
出
す
る
た
め
の
設
備
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
第
七
条
の
三
第
一
項
第
十
二
号
及
び

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
第
七
条
の
三
第
一
項
第
十
二
号
及
び

同
条
第
二
項
第
二
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
圧
縮
水
素
ス
タ
ン

同
条
第
二
項
第
二
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
特
定
圧
縮
水
素
ス

ド
（
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
の
高
圧
ガ
ス

タ
ン
ド
（
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
の
高
圧

設
備
（
高
圧
ガ
ス
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
を
除
き
、
可

ガ
ス
設
備
（
高
圧
ガ
ス
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
を
除
き

燃
性
ガ
ス
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
に
対
し
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、
圧
縮

、
可
燃
性
ガ
ス
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
に
対
し
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、

水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
に
対
し
六
メ
ー

、
酸
素
の
製
造
設
備
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
酸
素
の
通
る
部
分
に
限
る
。

ト
ル
以
上
、
酸
素
の
製
造
設
備
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
酸
素
の
通
る
部
分

）
に
対
し
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

に
限
る
。
）
に
対
し
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

一
～
十
九

（
略
）

一
～
十
九

（
略
）

二
十

圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
は
、
そ
の

二
十

圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
は
、
そ
の

外
面
か
ら
当
該
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
以
外
の
可
燃
性
ガ
ス
の
製
造

外
面
か
ら
当
該
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
以
外
の
可
燃
性
ガ
ス
の
製
造

設
備
（
特
定
液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
及
び
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
処

設
備
（
特
定
液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
及
び
特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド

理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（

（
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
の
高
圧
ガ
ス
設

高
圧
ガ
ス
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
を
除
き
、
可
燃
性
ガ

備
（
高
圧
ガ
ス
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
を
除
き
、
可
燃

ス
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
に
対
し
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、
圧
縮
水
素
ス

性
ガ
ス
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
に
対
し
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、
特
定
圧

タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
、
酸
素

縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以

の
製
造
設
備
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
酸
素
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
に
対

上
、
酸
素
の
製
造
設
備
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
酸
素
の
通
る
部
分
に
限
る

し
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

。
）
に
対
し
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

二
十
一

（
略
）

二
十
一

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
七
条
の
二

（
略
）

第
七
条
の
二

（
略
）
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一
～
十
九

（
略
）

一
～
十
九

（
略
）

二
十

液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
は
、
そ
の
外
面
か
ら
当
該

二
十

液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
は
、
そ
の
外
面
か
ら
当
該

液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
以
外
の
可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
設
備
（
圧
縮
天

液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
以
外
の
可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
設
備
（
圧
縮
天

然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
（
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除
く
。
以
下
次
条
第

然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
（
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除
く
。
以
下
次
条
第

一
項
第
十
二
号
及
び
同
条
第
二
項
第
二
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

一
項
第
十
二
号
及
び
同
条
第
二
項
第
二
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除
く
。
）
及
び
特

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
を
除
く
。
）
及

定
液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
を
除
く
。
）
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
高
圧
ガ

び
特
定
液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
を
除
く
。
）
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
高

ス
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
を
除
き
、
可
燃
性
ガ
ス
の
通

圧
ガ
ス
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
を
除
き
、
可
燃
性
ガ
ス

る
部
分
に
限
る
。
）
に
対
し
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド

の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
に
対
し
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、
特
定
圧
縮
水
素

の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
、
酸
素
の
製
造

ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
、
酸

設
備
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
酸
素
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
に
対
し
十
メ

素
の
製
造
設
備
の
高
圧
ガ
ス
設
備
（
酸
素
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
に

ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

対
し
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
七
条
の
三

製
造
設
備
が
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
常
用
の
圧
力
が
八
十
二

第
七
条
の
三

製
造
設
備
が
特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
以
下
こ
の
条
に
お

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
製
造
施
設

い
て
単
に
「
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
製
造
施
設
に
お

に
お
け
る
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準

け
る
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
定
め

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い

て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
く
、
ま
た
、
製
造
設
備
の
冷

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
に
あ
つ
て
は
、
冷
凍
保
安
規
則
に
規
定
す
る

技
術
上
の
基
準
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
第
五
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
六
号

二

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
第
五
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
六

及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
処
理
設
備
並
び
に
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る

号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
規
定
す
る
処
理
設
備
（
第
八
号
に
あ
つ
て
は
製

製
造
設
備
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
本
体

造
設
備
）
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
本
体

の
外
面
か
ら
公
道
の
道
路
境
界
線
に
対
し
八
メ
ー
ト
ル
（
圧
縮
水
素
ス

の
外
面
か
ら
公
道
の
道
路
境
界
線
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を

タ
ン
ド
の
常
用
の
圧
力
が
四
十
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て

有
す
る
こ
と
。

は
、
六
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

三
～
九

（
略
）

三
～
九

（
略
）

十

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
可
燃
性
ガ
ス
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、

十

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
可
燃
性
ガ
ス
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
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そ
の
外
面
か
ら
火
気
（
当
該
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
内
の
も
の
を
除
く
。

そ
の
外
面
か
ら
火
気
（
当
該
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
内
の
も
の
を
除
く
。

）
を
取
り
扱
う
施
設
に
対
し
八
メ
ー
ト
ル
（
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
常

）
を
取
り
扱
う
施
設
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
し
、
又
は

用
の
圧
力
が
四
十
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
六
メ
ー

流
動
防
止
措
置
若
し
く
は
当
該
可
燃
性
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
と
き
に
連

ト
ル
）
以
上
の
距
離
を
有
し
、
又
は
流
動
防
止
措
置
若
し
く
は
当
該
可

動
装
置
に
よ
り
直
ち
に
使
用
中
の
火
気
を
消
す
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

燃
性
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
と
き
に
連
動
装
置
に
よ
り
直
ち
に
使
用
中
の

こ
と
。

火
気
を
消
す
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
一
・
十
二

（
略
）

十
一
・
十
二

（
略
）

十
三

充
塡
容
器
等
か
ら
圧
縮
水
素
を
受
け
入
れ
る
配
管
に
は
、
圧
縮
水

（
新
設
）

素
の
流
量
が
著
し
く
増
加
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず

る
と
と
も
に
、
当
該
配
管
（
常
用
の
圧
力
が
充
塡
容
器
等
の
最
高
充
塡

圧
力
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
配
管
の
常
用
の
圧
力
以
下

に
減
圧
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
四

一
の
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
に
お
い
て
、
常
用
の
圧
力
の
異
な
る
複

（
新
設
）

数
の
蓄
圧
器
又
は
圧
縮
機
が
配
管
（
圧
縮
水
素
を
送
り
出
す
た
め
に
蓄

圧
器
に
取
り
付
け
ら
れ
る
配
管
に
接
続
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
接

続
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
配
管
に
、
常
用
の
圧
力
が
高
い
蓄
圧
器
又

は
圧
縮
機
か
ら
常
用
の
圧
力
が
低
い
蓄
圧
器
に
圧
縮
水
素
が
流
入
す
る

こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２

製
造
設
備
が
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ
る
製
造
施
設
に
係
る
前
項
た
だ

２

製
造
設
備
が
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ
る
製
造
施
設
に
係
る
前
項
た
だ

し
書
き
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
製
造

し
書
き
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
に
あ
つ
て
は
、
冷
凍
保
安
規
則
に

規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
十
三
号
、
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
一
号

一

第
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
十
三
号
、
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
号
ま

ま
で
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
一
号
か

で
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
一
号
か
ら

ら
第
三
十
九
号
ま
で
、
第
四
十
三
号
か
ら
第
四
十
五
号
ま
で
、
第
四
十

第
三
十
九
号
ま
で
、
第
四
十
三
号
か
ら
第
四
十
五
号
ま
で
、
第
四
十
七

七
号
、
第
四
十
八
号
、
第
五
十
号
、
第
五
十
一
号
及
び
第
六
十
四
号
の

号
、
第
四
十
八
号
、
第
五
十
号
、
第
五
十
一
号
及
び
第
六
十
四
号
の
基

基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

準
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

高
圧
ガ
ス
設
備
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
は

二

高
圧
ガ
ス
設
備
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
外
面

、
そ
の
外
面
か
ら
当
該
事
業
所
の
敷
地
境
界
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

か
ら
当
該
事
業
所
の
敷
地
境
界
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
敷
地
境
界

「
敷
地
境
界
」
と
い
う
。
）
に
対
し
八
メ
ー
ト
ル
（
圧
縮
水
素
ス
タ
ン

」
と
い
う
。
）
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
し
、
又
は
こ
れ

ド
の
常
用
の
圧
力
が
四
十
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

と
同
等
以
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
距
離
を
有
し
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
措
置
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を
講
ず
る
こ
と
。

二
の
二

製
造
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
は
、
第
五
条
第
一

（
新
設
）

項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
処
理
設
備
並

び
に
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
製
造
設
備
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

三

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
そ
の
本
体
の
外
面
か
ら
公
道
の
道
路
境
界
線

三

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
そ
の
本
体
の
外
面
か
ら
公
道
の
道
路
境
界
線

に
対
し
八
メ
ー
ト
ル
（
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
常
用
の
圧
力
が
四
十
メ

に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
六
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
距
離

を
有
す
る
こ
と
。

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

十

蓄
圧
器
か
ら
圧
縮
水
素
を
受
け
入
れ
る
配
管
に
は
、
第
一
号
で
準
用

十

高
圧
ガ
ス
設
備
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

す
る
第
五
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
安
全
装
置
が
作
動
す
る
前
に
圧
力

圧
力
計
を
設
け
、
か
つ
、
当
該
設
備
内
の
圧
力
が
許
容
圧
力
を
超
え
た

上
昇
時
に
自
動
的
に
圧
力
を
放
出
す
る
た
め
の
機
能
を
有
す
る
装
置
（

場
合
に
直
ち
に
そ
の
圧
力
を
許
容
圧
力
以
下
に
戻
す
こ
と
が
で
き
る
安

以
下
「
圧
力
リ
リ
ー
フ
弁
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
こ
と
。

全
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
ま
た
、
蓄
圧
器
か
ら
圧
縮
水
素
を
受
け
入
れ

る
配
管
に
は
、
当
該
安
全
装
置
が
作
動
す
る
前
に
圧
力
上
昇
時
に
自
動

的
に
圧
力
を
放
出
す
る
た
め
の
機
能
を
有
す
る
装
置
（
以
下
「
圧
力
リ

リ
ー
フ
弁
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
こ
と
。

十
一

第
一
号
で
準
用
す
る
第
五
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
安
全
装
置
（

十
一

前
号
の
規
定
に
よ
り
設
け
た
安
全
装
置
（
不
活
性
ガ
ス
又
は
空
気

不
活
性
ガ
ス
又
は
空
気
に
係
る
高
圧
ガ
ス
設
備
に
設
け
た
も
の
を
除
く

に
係
る
高
圧
ガ
ス
設
備
に
設
け
た
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
安
全
弁
又

。
）
の
う
ち
安
全
弁
又
は
破
裂
板
及
び
前
号
の
規
定
に
よ
り
設
け
た
圧

は
破
裂
板
及
び
圧
力
リ
リ
ー
フ
弁
に
は
、
放
出
管
を
設
け
る
こ
と
。
こ

力
リ
リ
ー
フ
弁
に
は
、
放
出
管
を
設
け
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

の
場
合
に
お
い
て
、
放
出
管
の
開
口
部
の
位
置
は
、
放
出
す
る
ガ
ス
の

、
放
出
管
の
開
口
部
の
位
置
は
、
放
出
す
る
ガ
ス
の
性
質
に
応
じ
た
適

性
質
に
応
じ
た
適
切
な
位
置
で
あ
る
こ
と
。

切
な
位
置
で
あ
る
こ
と
。

十
二
～
二
十
六

（
略
）

十
二
～
二
十
六

（
略
）

二
十
七

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
可
燃
性
ガ
ス
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）

二
十
七

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
可
燃
性
ガ
ス
の
通
る
部
分
に
限
る
。
）

は
、
そ
の
外
面
か
ら
火
気
（
当
該
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
内
の
も
の
を
除

は
、
そ
の
外
面
か
ら
火
気
（
当
該
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
内
の
も
の
を
除

く
。
）
を
取
り
扱
う
施
設
に
対
し
八
メ
ー
ト
ル
（
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド

く
。
）
を
取
り
扱
う
施
設
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
し
、

の
常
用
の
圧
力
が
四
十
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
六

又
は
流
動
防
止
措
置
若
し
く
は
可
燃
性
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
と
き
に
連

メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
距
離
を
有
し
、
又
は
流
動
防
止
措
置
若
し
く
は
可

動
装
置
に
よ
り
直
ち
に
使
用
中
の
火
気
を
消
す
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

燃
性
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
と
き
に
連
動
装
置
に
よ
り
直
ち
に
使
用
中
の

こ
と
。

火
気
を
消
す
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
十
八
～
三
十
二

（
略
）

二
十
八
～
三
十
二

（
略
）
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三
十
三

容
器
置
場
及
び
充
塡
容
器
等
は
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

三
十
三

容
器
置
場
及
び
充
て
ん
容
器
等
は
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

こ
と
。

る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

容
器
置
場
は
、
そ
の
外
面
か
ら
、
敷
地
境
界
に
対
し
八
メ
ー
ト
ル

ロ

容
器
置
場
は
、
そ
の
外
面
か
ら
、
敷
地
境
界
に
対
し
六
メ
ー
ト
ル

（
容
器
置
場
内
の
充
塡
容
器
等
の
最
高
充
塡
圧
力
が
四
十
メ
ガ
パ
ス

以
上
の
距
離
を
有
し
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ

カ
ル
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
六
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
距
離
を
有

と
。

し
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ

充
塡
容
器
等
（
断
熱
材
で
被
覆
し
て
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係

ハ

充
て
ん
容
器
等
（
断
熱
材
で
被
覆
し
て
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に

る
容
器
置
場
（
可
燃
性
ガ
ス
の
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
直
射
日
光

係
る
容
器
置
場
（
可
燃
性
ガ
ス
の
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
直
射
日

を
遮
る
た
め
の
措
置
（
当
該
ガ
ス
が
漏
え
い
し
、
爆
発
し
た
と
き
に

光
を
遮
る
た
め
の
措
置
（
当
該
ガ
ス
が
漏
え
い
し
、
爆
発
し
た
と
き

発
生
す
る
爆
風
が
上
方
向
に
開
放
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
に

に
発
生
す
る
爆
風
が
上
方
向
に
開
放
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の

限
る
。
）
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
充
塡
容
器
等
か
ら
圧
縮
水
素

に
限
る
。
）
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
充
て
ん
容
器
等
か
ら
圧
縮

を
受
け
入
れ
る
配
管
に
圧
力
リ
リ
ー
フ
弁
を
設
け
た
場
合
は
、
こ
の

水
素
を
受
け
入
れ
る
配
管
に
圧
力
リ
リ
ー
フ
弁
を
設
け
た
場
合
は
、

限
り
で
な
い
。

こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ
～
ヘ

（
略
）

ニ
～
ヘ

（
略
）

ト

充
塡
容
器
等
か
ら
圧
縮
水
素
を
受
け
入
れ
る
配
管
に
は
、
圧
縮
水

（
新
設
）

素
の
流
量
が
著
し
く
増
加
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
と
と
も
に
、
当
該
配
管
（
常
用
の
圧
力
が
充
塡
容
器
等
の
最
高

充
塡
圧
力
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
配
管
の
常
用
の
圧

力
以
下
に
減
圧
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
十
四

一
の
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
に
お
い
て
、
常
用
の
圧
力
の
異
な
る

（
新
設
）

複
数
の
蓄
圧
器
又
は
圧
縮
機
が
配
管
（
圧
縮
水
素
を
送
り
出
す
た
め
に

蓄
圧
器
に
取
り
付
け
ら
れ
る
配
管
に
接
続
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
で

接
続
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
配
管
に
、
常
用
の
圧
力
が
高
い
蓄
圧
器

又
は
圧
縮
機
か
ら
常
用
の
圧
力
が
低
い
蓄
圧
器
に
圧
縮
水
素
が
流
入
す

る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
十
五

蓄
圧
器
に
は
、
当
該
蓄
圧
器
が
危
険
な
状
態
と
な
つ
た
と
き
に

（
新
設
）

当
該
蓄
圧
器
内
の
圧
縮
水
素
を
安
全
に
放
出
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

３

（
略
）

３

（
略
）

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

製
造
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
に
よ
り
冷
却
し
た
圧
縮

（
新
設
）
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水
素
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
車
両
に
固
定
し
た
容
器
に
充
塡
す
る
と

き
は
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
の
ホ
ー
ス
の
先
端
部
に
設
け
た
充
塡
用
の
ノ

ズ
ル
と
当
該
容
器
と
の
接
続
部
が
凍
結
し
た
状
態
で
接
続
し
な
い
こ
と

。
（
保
安
検
査
の
方
法
）

（
保
安
検
査
の
方
法
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー
タ
、
特
定

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー
タ
、
特
定

液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
液
化
天
然
ガ
ス

液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
液
化
天
然
ガ
ス

ス
タ
ン
ド
及
び
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
以
外
の
製
造
設
備
（
第
五
条
第
一
項

ス
タ
ン
ド
及
び
特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
以
外
の
製
造
設
備
（
第
五
条
第

第
五
十
八
号
の
二
に
規
定
す
る
措
置
に
限
る
。
）
、
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ

一
項
第
五
十
八
号
の
二
に
規
定
す
る
措
置
に
限
る
。
）
、
コ
ー
ル
ド
・
エ

レ
ー
タ
並
び
に
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
に
係
る
保
安
検
査
の
方
法
は
、
別
表

バ
ポ
レ
ー
タ
並
び
に
特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
に
係
る
保
安
検
査
の
方
法

第
四
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
こ
の
限

は
、
別
表
第
四
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合

り
で
な
い
。

は
こ
の
限
り
で
な
い
。
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改

正

案

現

行

別
表
第
三
（
第
十
九
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
十
九
条
関
係
）

検

査

項

目

完

成

検

査

の

方

法

検

査

項

目

完

成

検

査

の

方

法

１

製
造
設
備
が
コ
ー

１

製
造
設
備
が
コ
ー

ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー

ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー

タ
、
特
定
液
化
石
油

タ
、
特
定
液
化
石
油

ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
圧

ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
圧

縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン

縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン

ド
、
液
化
天
然
ガ
ス

ド
、
液
化
天
然
ガ
ス

ス
タ
ン
ド
及
び
圧
縮

ス
タ
ン
ド
及
び
特
定

水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド

る
も
の
を
除
く
製
造

で
あ
る
も
の
を
除
く

施
設
の
場
合

製
造
施
設
の
場
合

一
～
七
十
四

（
略

一
～
七
十
四

（
略
）

一
～
七
十
四

（
略

一
～
七
十
四

（
略
）

）

）

２

（
略
）

２

（
略
）

一

第
五
条
の
二
第

一

（
略
）

一

第
五
条
の
二
第

一

（
略
）

一
項
で
準
用
す
る

一
項
で
準
用
す
る

第
五
条
第
一
項
各

前
項
第
一
号
、
第

号
の
検
査
項
目
の

五
号
か
ら
第
七
号

う
ち
、
前
項
第
一

ま
で
、
第
九
号
、

号
、
第
五
号
か
ら

第
十
号
、
第
十
六

第
七
号
ま
で
、
第

号
か
ら
第
二
十
六

九
号
、
第
十
号
、

号
ま
で
、
第
三
十

第
十
六
号
か
ら
第

三
号
、
第
三
十
五

二
十
六
号
ま
で
、

号
、
第
三
十
七
号
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第
三
十
三
号
、
第

、
第
三
十
八
号
、

三
十
五
号
、
第
三

第
四
十
五
号
か
ら

十
七
号
、
第
三
十

第
四
十
七
号
ま
で

八
号
、
第
四
十
五

、
第
五
十
二
号
、

号
か
ら
第
四
十
七

第
五
十
六
号
及
び

号
ま
で
、
第
五
十

第
六
十
三
号
か
ら

二
号
、
第
五
十
六

第
六
十
五
号
ま
で

号
及
び
第
六
十
三

に
掲
げ
る
検
査
項

号
か
ら
第
六
十
五

目

号
ま
で
に
掲
げ
る

も
の

二

第
五
条
の
二
第

二

（
略
）

二

第
五
条
の
二
第

二

（
略
）

二
項
第
一
号
で
準

二
項
第
一
号
で
準

用
す
る
第
五
条
第

用
す
る
前
項
第
一

一
項
各
号
の
検
査

号
、
第
十
六
号
か

項
目
の
う
ち
、
前

ら
第
二
十
六
号
ま

項
第
一
号
、
第
十

で
、
第
三
十
三
号

六
号
か
ら
第
二
十

、
第
三
十
五
号
、

六
号
ま
で
、
第
三

第
三
十
七
号
、
第

十
三
号
、
第
三
十

三
十
八
号
、
第
四

五
号
、
第
三
十
七

十
七
号
、
第
五
十

号
、
第
三
十
八
号

二
号
、
第
五
十
六

、
第
四
十
七
号
、

号
及
び
第
六
十
三

第
五
十
二
号
、
第

号
か
ら
第
六
十
五

五
十
六
号
及
び
第

号
ま
で
に
掲
げ
る

六
十
三
号
か
ら
第

検
査
項
目

六
十
五
号
ま
で
に

掲
げ
る
も
の
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三
～
九

（
略
）

三
～
九

（
略
）

三
～
九

（
略
）

三
～
九

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

一

第
六
条
第
一
項

一

（
略
）

一

第
六
条
第
一
項

一

（
略
）

第
一
号
で
準
用
す

第
一
号
で
準
用
す

る
第
五
条
第
一
項

る
第
一
項
第
一
号

各
号
の
検
査
項
目

か
ら
第
三
号
ま
で

の
う
ち
、
第
一
項

、
第
六
号
か
ら
第

第
一
号
か
ら
第
三

十
一
号
ま
で
、
第

号
ま
で
、
第
六
号

十
三
号
か
ら
第
二

か
ら
第
十
一
号
ま

十
号
ま
で
、
第
二

で
、
第
十
三
号
か

十
二
号
か
ら
第
二

ら
第
二
十
号
ま
で

十
六
号
ま
で
、
第

、
第
二
十
二
号
か

三
十
一
号
、
第
三

ら
第
二
十
六
号
ま

十
四
号
か
ら
第
四

で
、
第
三
十
一
号

十
号
ま
で
、
第
四

、
第
三
十
四
号
か

十
五
号
か
ら
第
四

ら
第
四
十
号
ま
で

十
七
号
ま
で
、
第

、
第
四
十
五
号
か

四
十
九
号
か
ら
第

ら
第
四
十
七
号
ま

五
十
三
号
ま
で
、

で
、
第
四
十
九
号

第
五
十
五
号
、
第

か
ら
第
五
十
三
号

五
十
六
号
、
第
六

ま
で
、
第
五
十
五

十
二
号
か
ら
第
六

号
、
第
五
十
六
号

十
六
号
ま
で
、
第

、
第
六
十
二
号
か

六
十
八
号
か
ら
第

ら
第
六
十
六
号
ま

七
十
一
号
ま
で
、

で
、
第
六
十
八
号

第
七
十
三
号
の
二

か
ら
第
七
十
一
号

及
び
第
七
十
四
号

ま
で
、
第
七
十
三

に
掲
げ
る
検
査
項
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号
の
二
及
び
第
七

目

十
四
号
に
掲
げ
る

も
の

二

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ

二

（
略
）

二

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ

二

（
略
）

ー
の
保
安
距
離
に

ー
の
保
安
距
離
に

係
る
第
六
条
第
一

係
る
第
六
条
第
一

項
第
二
号
で
準
用

項
第
二
号
で
準
用

す
る
第
五
条
第
一

す
る
第
一
項
第
二

項
各
号
の
検
査
項

号
、
第
三
号
及
び

目
の
う
ち
、
第
一

第
六
号
か
ら
第
八

項
第
二
号
、
第
三

号
ま
で
に
掲
げ
る

号
及
び
第
六
号
か

検
査
項
目

ら
第
八
号
ま
で
に

掲
げ
る
も
の

三

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

一

第
七
条
第
一
項

一

（
略
）

一

第
七
条
第
一
項

一

（
略
）

第
一
号
で
準
用
す

第
一
号
で
準
用
す

る
第
五
条
第
一
項

る
第
一
項
第
一
号

各
号
の
検
査
項
目

か
ら
第
三
号
ま
で

の
う
ち
、
第
一
項

、
第
六
号
か
ら
第

第
一
号
か
ら
第
三

十
一
号
ま
で
、
第

号
ま
で
、
第
六
号

十
三
号
、
第
十
四

か
ら
第
十
一
号
ま

号
、
第
十
六
号
か

で
、
第
十
三
号
、

ら
第
二
十
六
号
ま

第
十
四
号
、
第
十

で
、
第
三
十
一
号

六
号
か
ら
第
二
十

、
第
三
十
三
号
、

六
号
ま
で
、
第
三

第
三
十
五
号
か
ら
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十
一
号
、
第
三
十

第
三
十
八
号
ま
で

三
号
、
第
三
十
五

、
第
四
十
五
号
か

号
か
ら
第
三
十
八

ら
第
四
十
七
号
ま

号
ま
で
、
第
四
十

で
、
第
四
十
九
号

五
号
か
ら
第
四
十

か
ら
第
五
十
三
号

七
号
ま
で
、
第
四

ま
で
、
第
五
十
五

十
九
号
か
ら
第
五

号
、
第
五
十
六
号

十
三
号
ま
で
、
第

及
び
第
六
十
一
号

五
十
五
号
、
第
五

か
ら
第
六
十
五
号

十
六
号
及
び
第
六

ま
で
に
掲
げ
る
検

十
一
号
か
ら
第
六

査
項
目

十
五
号
ま
で
に
掲

げ
る
も
の

二

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ

二

（
略
）

二

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ

二

（
略
）

ー
の
保
安
距
離
に

ー
の
保
安
距
離
に

係
る
第
七
条
第
一

係
る
第
七
条
第
一

項
第
二
号
で
準
用

項
第
二
号
で
準
用

す
る
第
五
条
第
一

す
る
第
一
項
第
二

項
各
号
の
検
査
項

号
、
第
三
号
及
び

目
の
う
ち
、
第
一

第
六
号
か
ら
第
八

項
第
二
号
、
第
三

号
ま
で
に
掲
げ
る

号
及
び
第
六
号
か

検
査
項
目

ら
第
八
号
ま
で
に

掲
げ
る
も
の

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

八

第
七
条
第
二
項

八

（
略
）

八

第
七
条
第
二
項

八

（
略
）

第
一
号
で
準
用
す

第
一
号
で
準
用
す

る
第
五
条
第
一
項

る
第
一
項
第
一
号
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各
号
の
検
査
項
目

、
第
十
四
号
、
第

の
う
ち
、
第
一
項

十
六
号
か
ら
第
二

第
一
号
、
第
十
四

十
六
号
、
第
三
十

号
、
第
十
六
号
か

一
号
、
第
三
十
三

ら
第
二
十
六
号
ま

号
、
第
四
十
七
号

で
、
第
三
十
一
号

、
第
四
十
九
号
、

、
第
三
十
三
号
、

第
五
十
号
、
第
五

第
四
十
七
号
、
第

十
二
号
、
第
五
十

四
十
九
号
、
第
五

三
号
、
第
六
十
四

十
号
、
第
五
十
二

号
及
び
第
六
十
五

号
、
第
五
十
三
号

号
に
掲
げ
る
検
査

、
第
六
十
四
号
及

項
目

び
第
六
十
五
号
に

掲
げ
る
も
の

九
～
二
十
九

（
略
）

九
～
二
十
九

（
略
）

九
～
二
十
九

（
略
）

九
～
二
十
九

（
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）

一

第
七
条
の
二
第

一

（
略
）

一

第
七
条
の
二
第

一

（
略
）

一
項
第
一
号
で
準

一
項
第
一
号
で
準

用
す
る
第
五
条
第

用
す
る
第
一
項
第

一
項
各
号
の
検
査

一
号
、
第
十
六
号

項
目
の
う
ち
、
第

か
ら
第
二
十
六
号

一
項
第
一
号
、
第

ま
で
、
第
三
十
六

十
六
号
か
ら
第
二

号
、
第
四
十
七
号

十
六
号
ま
で
、
第

、
第
四
十
九
号
、

三
十
六
号
、
第
四

第
五
十
号
、
第
五

十
七
号
、
第
四
十

十
二
号
、
第
五
十

九
号
、
第
五
十
号

三
号
、
第
五
十
六

、
第
五
十
二
号
、

号
、
第
六
十
四
号
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第
五
十
三
号
、
第

及
び
第
六
十
五
号

五
十
六
号
、
第
六

に
掲
げ
る
検
査
項

十
四
号
及
び
第
六

目

十
五
号
に
掲
げ
る

も
の

二
～
二
十
四

（
略

二
～
二
十
四

（
略
）

二
～
二
十
四

（
略

二
～
二
十
四

（
略
）

）

）

６

製
造
設
備
が
圧
縮

６

製
造
設
備
が
特
定

水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド

る
製
造
施
設
の
場
合

で
あ
る
製
造
施
設
の

場
合

一

第
七
条
の
三
第

一

（
略
）

一

第
七
条
の
三
第

一

（
略
）

一
項
第
一
号
で
準

一
項
第
一
号
で
準

用
す
る
第
五
条
第

用
す
る
第
一
項
第

一
項
各
号
の
検
査

一
号
か
ら
第
三
号

項
目
の
う
ち
、
第

ま
で
、
第
六
号
か

一
項
第
一
号
か
ら

ら
第
十
一
号
ま
で

第
三
号
ま
で
、
第

、
第
十
三
号
、
第

六
号
か
ら
第
十
一

十
四
号
、
第
十
六

号
ま
で
、
第
十
三

号
か
ら
第
二
十
六

号
、
第
十
四
号
、

号
ま
で
、
第
三
十

第
十
六
号
か
ら
第

一
号
、
第
三
十
三

二
十
六
号
ま
で
、

号
か
ら
第
四
十
号

第
三
十
一
号
、
第

ま
で
、
第
四
十
五

三
十
三
号
か
ら
第

号
か
ら
第
四
十
七

四
十
号
ま
で
、
第

号
ま
で
、
第
四
十

四
十
五
号
か
ら
第

九
号
か
ら
第
五
十

四
十
七
号
ま
で
、

三
号
ま
で
、
第
五
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第
四
十
九
号
か
ら

十
六
号
、
第
六
十

第
五
十
三
号
ま
で

一
号
か
ら
第
六
十

、
第
五
十
六
号
、

五
号
ま
で
、
第
六

第
六
十
一
号
か
ら

十
六
号
、
第
六
十

第
六
十
五
号
ま
で

八
号
か
ら
第
七
十

、
第
六
十
六
号
、

一
号
ま
で
、
第
七

第
六
十
八
号
か
ら

十
三
号
の
二
及
び

第
七
十
一
号
ま
で

第
七
十
四
号
に
掲

、
第
七
十
三
号
の

げ
る
検
査
項
目

二
及
び
第
七
十
四

号
に
掲
げ
る
も
の

二

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ

二

（
略
）

二

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ

二

（
略
）

ー
の
保
安
距
離
に

ー
の
保
安
距
離
に

係
る
第
七
条
の
三

係
る
第
七
条
の
三

第
一
項
第
二
号
で

第
一
項
第
二
号
で

準
用
す
る
第
五
条

準
用
す
る
第
一
項

第
一
項
各
号
の
検

第
二
号
、
第
三
号

査
項
目
の
う
ち
、

及
び
第
六
号
か
ら

第
一
項
第
二
号
、

第
八
号
ま
で
に
掲

第
三
号
及
び
第
六

げ
る
検
査
項
目

号
か
ら
第
八
号
ま

で
に
掲
げ
る
も
の

三
～
十

（
略
）

三
～
十

（
略
）

三
～
十

（
略
）

三
～
十

（
略
）

十
一

（
略
）

十
一

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
外
面
か
ら
火
気

十
一

（
略
）

十
一

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
外
面
か

を
取
り
扱
う
施
設
ま
で
の
距
離
を
巻
尺
そ
の

ら
火
気
を
取
り
扱
う
施
設
ま
で
の
距
離
を

他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測
定
に
よ
り
検
査

巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測
定

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に
お
い
て
、
規

に
よ
り
検
査
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測
定

定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
目
視
に

に
お
い
て
、
規
定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
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よ
り
容
易
に
判
定
で
き
る
場
合
に
限
り
、
目

る
こ
と
が
目
視
に
よ
り
容
易
に
判
定
で
き

視
に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
場
合
に
限
り
、
目
視
に
よ
る
検
査
に
代

な
お
、
規
定
の
距
離
を
確
保
す
る
こ
と
が
で

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
規
定
の
距

き
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
漏
え
い
し
た
ガ
ス

離
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で

の
流
動
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ

あ
つ
て
、
漏
え
い
し
た
ガ
ス
の
流
動
防
止

い
て
は
当
該
措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
図
面

措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
当

に
よ
り
検
査
し
、
連
動
装
置
に
よ
り
直
ち
に

該
措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
図
面
に
よ
り

使
用
中
の
火
気
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
措
置

検
査
し
、
連
動
装
置
に
よ
り
直
ち
に
使
用

を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
措
置

中
の
火
気
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
措
置
を

の
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査
し
、

講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
措
置

当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記

の
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査
し

録
に
よ
り
検
査
す
る
。

、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ

の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

十
三

（
略
）

十
三

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及
び

十
三

（
略
）

十
三

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設

貯
蔵
設
備
の
外
面
か
ら
他
の
可
燃
性
ガ
ス
又

備
及
び
貯
蔵
設
備
の
外
面
か
ら
他
の
可
燃

は
酸
素
の
高
圧
ガ
ス
設
備
ま
で
の
距
離
を
巻

性
ガ
ス
又
は
酸
素
の
高
圧
ガ
ス
設
備
ま
で

尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測
定
に
よ

の
距
離
を
巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
用

り
検
査
を
行
う
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に
お

い
た
測
定
に
よ
り
検
査
を
行
う
。
た
だ
し

い
て
、
規
定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

、
当
該
測
定
に
お
い
て
、
規
定
の
距
離
を

が
目
視
に
よ
り
容
易
に
判
定
で
き
る
場
合
に

満
た
し
て
い
る
こ
と
が
目
視
に
よ
り
容
易

限
り
、
目
視
に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が

に
判
定
で
き
る
場
合
に
限
り
、
目
視
に
よ

で
き
る
。

る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
四

第
七
条
の
三

十
四

圧
縮
水
素
の
流
量
が
著
し
く
増
加
す
る

（
新
設
）

（
新
設
）

第
一
項
第
十
三
号

こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
配
管
に
講
じ
た
措

の
圧
縮
水
素
の
流

置
の
状
況
を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措

量
が
著
し
く
増
加

置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ

す
る
こ
と
を
防
止

り
検
査
す
る
。
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す
る
た
め
の
措
置

十
五

第
七
条
の
三

十
五

配
管
の
常
用
の
圧
力
以
下
に
減
圧
す
る

（
新
設
）

（
新
設
）

第
一
項
第
十
三
号

た
め
に
当
該
配
管
に
講
じ
た
措
置
の
状
況
を

の
配
管
の
常
用
の

目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を

圧
力
が
充
塡
容
器

作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る

等
の
最
高
充
塡
圧

。

力
未
満
の
場
合
に

当
該
配
管
の
常
用

の
圧
力
以
下
に
減

圧
す
る
た
め
の
措

置
十
六

第
七
条
の
三

十
六

常
用
の
圧
力
が
高
い
蓄
圧
器
又
は
圧
縮

（
新
設
）

（
新
設
）

第
一
項
第
十
四
号

機
か
ら
常
用
の
圧
力
が
低
い
蓄
圧
器
に
圧
縮

の
常
用
の
圧
力
が

水
素
が
流
入
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に

高
い
蓄
圧
器
又
は

配
管
に
講
じ
た
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ
り

圧
縮
機
か
ら
常
用

検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又

の
圧
力
が
低
い
蓄

は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

圧
器
に
圧
縮
水
素

が
流
入
す
る
こ
と

を
防
止
す
る
た
め

の
措
置

十
七

第
七
条
の
三

十
七

第
一
項
第
一
号
、
第
十
四
号
、
第
十
六

十
四

第
七
条
の
三

十
四

第
一
項
第
一
号
、
第
十
四
号
、
第
十

第
二
項
第
一
号
で

号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
、
第
二
十
五
号
、

第
二
項
第
一
号
で

六
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
、
第
二
十
五

準
用
す
る
第
五
条

第
二
十
六
号
、
第
三
十
一
号
、
第
三
十
三
号

準
用
す
る
第
一
項

号
、
第
二
十
六
号
、
第
三
十
一
号
、
第
三

第
一
項
各
号
の
検

か
ら
第
四
十
号
ま
で
、
第
四
十
五
号
か
ら
第

第
一
号
、
第
十
四

十
三
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
、
第
四
十
五

査
項
目
の
う
ち
、

四
十
七
号
ま
で
、
第
四
十
九
号
、
第
五
十
号

号
、
第
十
六
号
か

号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
、
第
四
十
九
号

第
一
項
第
一
号
、

、
第
五
十
二
号
、
第
五
十
三
号
及
び
第
六
十

ら
第
二
十
一
号
ま

、
第
五
十
号
、
第
五
十
二
号
、
第
五
十
三

第
十
四
号
、
第
十

五
号
に
掲
げ
る
完
成
検
査
の
方
法
に
よ
り
検

で
、
第
二
十
五
号

号
及
び
第
六
十
五
号
に
掲
げ
る
完
成
検
査
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六
号
か
ら
第
二
十

査
す
る
。

、
第
二
十
六
号
、

の
方
法
に
よ
り
検
査
を
行
う
。

三
号
ま
で
、
第
二

第
三
十
一
号
、
第

十
五
号
、
第
二
十

三
十
三
号
か
ら
第

六
号
、
第
三
十
一

四
十
号
ま
で
、
第

号
、
第
三
十
三
号

四
十
五
号
か
ら
第

か
ら
第
四
十
号
ま

四
十
七
号
ま
で
、

で
、
第
四
十
五
号

第
四
十
九
号
、
第

か
ら
第
四
十
七
号

五
十
号
、
第
五
十

ま
で
、
第
四
十
九

二
号
、
第
五
十
三

号
、
第
五
十
号
、

号
及
び
第
六
十
五

第
五
十
二
号
、
第

号
に
掲
げ
る
検
査

五
十
三
号
及
び
第

項
目

六
十
五
号
に
掲
げ

る
も
の

十
八

（
略
）

十
八

（
略
）

十
五

（
略
）

十
五

（
略
）

十
九

第
七
条
の
三

十
九

製
造
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍

（
新
設
）

（
新
設
）

第
二
項
第
二
号
の

設
備
の
外
面
か
ら
巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具

二
の
冷
凍
設
備
の

を
用
い
た
測
定
又
は
図
面
に
よ
り
検
査
す
る

保
安
距
離

。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に
お
い
て
、
規
定
の

距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
目
視
に
よ
り

容
易
に
判
定
で
き
る
場
合
に
限
り
、
目
視
に

よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
十
～
二
十
七

二
十
～
二
十
七

（
略
）

十
六
～
二
十
三

十
六
～
二
十
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
十
八

第
七
条
の

二
十
八

圧
力
リ
リ
ー
フ
弁
の
設
置
状
況
を
目

二
十
四

第
七
条
の

二
十
四

第
一
項
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十

三
第
二
項
第
十
号

視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査
す
る
。
な
お
、
作

三
第
二
項
第
十
号

三
号
に
掲
げ
る
完
成
検
査
の
方
法
並
び
に

の
圧
力
リ
リ
ー
フ

動
試
験
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
装
置
に
つ
い

の
高
圧
ガ
ス
設
備

圧
力
リ
リ
ー
フ
弁
の
設
置
状
況
を
目
視
、

弁

て
は
、
そ
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記

の
圧
力
計
、
安
全

図
面
等
に
よ
り
検
査
す
る
。
な
お
、
作
動



- 50 -

録
に
よ
り
検
査
す
る
。

装
置
及
び
圧
力
リ

試
験
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
装
置
に
つ
い

リ
ー
フ
弁

て
は
、
そ
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の

記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

二
十
九
～
四
十
四

二
十
九
～
四
十
四

（
略
）

二
十
五
～
四
十

（

二
十
五
～
四
十

（
略
）

（
略
）

略
）

四
十
五

（
略
）

四
十
五

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
外
面
か
ら
火

四
十
一

（
略
）

四
十
一

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
外
面

気
を
取
り
扱
う
施
設
ま
で
の
距
離
を
巻
尺
そ

か
ら
火
気
を
取
り
扱
う
施
設
ま
で
の
距
離

の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測
定
に
よ
り
検

を
巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測

査
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に
お
い
て
、

定
に
よ
り
検
査
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測

規
定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
目
視

定
に
お
い
て
、
規
定
の
距
離
を
満
た
し
て

に
よ
り
容
易
に
判
定
で
き
る
場
合
に
限
り
、

い
る
こ
と
が
目
視
に
よ
り
容
易
に
判
定
で

目
視
に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

き
る
場
合
に
限
り
、
目
視
に
よ
る
検
査
に

。
な
お
、
規
定
の
距
離
を
確
保
す
る
こ
と
が

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
規
定
の

で
き
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
漏
え
い
し
た
ガ

距
離
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

ス
の
流
動
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に

で
あ
つ
て
、
漏
え
い
し
た
ガ
ス
の
流
動
防

つ
い
て
は
当
該
措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
図

止
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は

面
に
よ
り
検
査
し
、
連
動
装
置
に
よ
り
直
ち

当
該
措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
図
面
に
よ

に
使
用
中
の
火
気
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
措

り
検
査
し
、
連
動
装
置
に
よ
り
直
ち
に
使

置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
措

用
中
の
火
気
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
措
置

置
の
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査
し

を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
措

、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の

置
の
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査

記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

四
十
六

（
略
）

四
十
六

（
略
）

四
十
二

（
略
）

四
十
二

（
略
）

四
十
七

（
略
）

四
十
七

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及

四
十
三

（
略
）

四
十
三

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理

び
貯
蔵
設
備
の
外
面
か
ら
他
の
可
燃
性
ガ
ス

設
備
及
び
貯
蔵
設
備
の
外
面
か
ら
他
の
可

又
は
酸
素
の
高
圧
ガ
ス
設
備
ま
で
の
距
離
を

燃
性
ガ
ス
又
は
酸
素
の
高
圧
ガ
ス
設
備
ま

巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測
定
に

で
の
距
離
を
巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
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よ
り
検
査
を
行
う
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に

用
い
た
測
定
に
よ
り
検
査
を
行
う
。
た
だ

お
い
て
、
規
定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ

し
、
当
該
測
定
に
お
い
て
、
規
定
の
距
離

と
が
目
視
に
よ
り
容
易
に
判
定
で
き
る
場
合

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
目
視
に
よ
り
容

に
限
り
、
目
視
に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と

易
に
判
定
で
き
る
場
合
に
限
り
、
目
視
に

が
で
き
る
。

よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
十
八

（
略
）

四
十
八

（
略
）

四
十
四

（
略
）

四
十
四

（
略
）

四
十
九

第
七
条
の

四
十
九

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
消
火
設
備
の

四
十
五

第
七
条
の

四
十
五

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
消
火

三
第
二
項
第
三
十

設
置
状
況
を
目
視
及
び
記
録
に
よ
り
検
査
す

三
第
二
項
第
三
十

設
備
の
設
置
状
況
を
目
視
及
び
記
録
に
よ

一
号
の
圧
縮
水
素

る
。

一
号
の
特
定
圧
縮

り
検
査
す
る
。

ス
タ
ン
ド
の
消
火

水
素
ス
タ
ン
ド
の

設
備

消
火
設
備

五
十
～
五
十
六
（
略

五
十
～
五
十
六

（
略
）

四
十
六
～
五
十
二

（

四
十
六
～
五
十
二

（
略
）

）

略
）

五
十
七

第
七
条
の

五
十
七

圧
縮
水
素
の
流
量
が
著
し
く
増
加
す

（
新
設
）

（
新
設
）

三
第
二
項
第
三
十

る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
配
管
に
講
じ
た

三
号
ト
の
圧
縮
水

措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該

素
の
流
量
が
著
し

措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に

く
増
加
す
る
こ
と

よ
り
検
査
す
る
。

を
防
止
す
る
た
め

の
措
置

五
十
八

第
七
条
の

五
十
八

配
管
の
常
用
の
圧
力
以
下
に
減
圧
す

（
新
設
）

（
新
設
）

三
第
二
項
第
三
十

る
た
め
に
当
該
配
管
に
講
じ
た
措
置
の
状
況

三
号
ト
の
配
管
の

を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能

常
用
の
圧
力
が
充

を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す

塡
容
器
等
の
最
高

る
。

充
塡
圧
力
未
満
の

場
合
に
当
該
配
管

の
常
用
の
圧
力
以
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下
に
減
圧
す
る
た

め
の
措
置

五
十
九

第
七
条
の

五
十
九

常
用
の
圧
力
が
高
い
蓄
圧
器
又
は
圧

（
新
設
）

（
新
設
）

三
第
二
項
第
三
十

縮
機
か
ら
常
用
の
圧
力
が
低
い
蓄
圧
器
に
圧

四
号
の
常
用
の
圧

縮
水
素
が
流
入
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め

力
が
高
い
蓄
圧
器

に
配
管
に
講
じ
た
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ

又
は
圧
縮
機
か
ら

り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験

常
用
の
圧
力
が
低

又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

い
蓄
圧
器
に
圧
縮

水
素
が
流
入
す
る

こ
と
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置

六
十

第
七
条
の
三

六
十

圧
縮
水
素
を
安
全
に
放
出
す
る
た
め
に

（
新
設
）

（
新
設
）

第
二
項
第
三
十
五

蓄
圧
器
に
講
じ
た
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ

号
の
蓄
圧
器
が
危

り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験

険
な
状
態
と
な
つ

又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

た
と
き
に
圧
縮
水

素
を
安
全
に
放
出

す
る
た
め
の
措
置

７

（
略
）

（
略
）

７

（
略
）

（
略
）

８

（
略
）

８

（
略
）

一

第
十
条
第
一
号

一

（
略
）

一

第
十
条
第
一
号

一

（
略
）

で
準
用
す
る
第
九

で
準
用
す
る
前
項

条
各
号
の
検
査
項

第
一
号
、
第
四
号

目
の
う
ち
、
前
項

か
ら
第
七
号
ま
で

第
一
号
、
第
四
号

及
び
第
十
号
か
ら

か
ら
第
七
号
ま
で

第
十
二
号
ま
で
に

及
び
第
十
号
か
ら

掲
げ
る
検
査
項
目
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第
十
二
号
ま
で
に

掲
げ
る
も
の

二
～
三
十
三

（
略

二
～
三
十
三

（
略
）

二
～
三
十
三

（
略

二
～
三
十
三

（
略
）

）

）

９

（
略
）

（
略
）

９

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

別
表
第
四
（
第
三
十
七
条
第
三
項
関
係
）

別
表
第
四
（
第
三
十
七
条
第
三
項
関
係
）

検

査

項

目

保

安

検

査

の

方

法

検

査

項

目

保

安

検

査

の

方

法

１

製
造
設
備
が
コ
ー

１

製
造
設
備
が
コ
ー

ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー

ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー

タ
、
特
定
液
化
石
油

タ
、
特
定
液
化
石
油

ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
圧

ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
圧

縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン

縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン

ド
、
液
化
天
然
ガ
ス

ド
、
液
化
天
然
ガ
ス

ス
タ
ン
ド
及
び
圧
縮

ス
タ
ン
ド
及
び
特
定

水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド

る
も
の
を
除
く
製
造

で
あ
る
も
の
を
除
く

施
設
の
場
合

製
造
施
設
の
場
合

一

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

２

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

（
略
）

３

製
造
設
備
が
圧
縮

３

製
造
設
備
が
特
定

水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド

る
製
造
施
設
の
場
合

で
あ
る
製
造
施
設
の

場
合

一
～
六
十

（
略
）

一
～
六
十

（
略
）

一
～
六
十

（
略
）

一
～
六
十

（
略
）
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六
十
一

（
略
）

六
十
一

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
外
面
か
ら
火

六
十
一

（
略
）

六
十
一

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
外
面

気
を
取
り
扱
う
施
設
ま
で
の
距
離
を
巻
尺
そ

か
ら
火
気
を
取
り
扱
う
施
設
ま
で
の
距
離

の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測
定
に
よ
り
検

を
巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測

査
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に
お
い
て
、

定
に
よ
り
検
査
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測

規
定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
目
視

定
に
お
い
て
、
規
定
の
距
離
を
満
た
し
て

に
よ
り
容
易
に
判
定
で
き
る
場
合
に
限
り
、

い
る
こ
と
が
目
視
に
よ
り
容
易
に
判
定
で

目
視
に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

き
る
場
合
に
限
り
、
目
視
に
よ
る
検
査
に

。
な
お
、
規
定
の
距
離
を
確
保
す
る
こ
と
が

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
規
定
の

で
き
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
漏
え
い
し
た
ガ

距
離
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

ス
の
流
動
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に

で
あ
つ
て
、
漏
え
い
し
た
ガ
ス
の
流
動
防

つ
い
て
は
当
該
措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
図

止
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は

面
に
よ
り
検
査
し
、
連
動
装
置
に
よ
り
直
ち

当
該
措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
図
面
に
よ

に
使
用
中
の
火
気
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
措

り
検
査
し
、
連
動
装
置
に
よ
り
直
ち
に
使

置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
措

用
中
の
火
気
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
措
置

置
の
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査
し

を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
措

、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の

置
の
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査

記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

六
十
二

（
略
）

六
十
二

（
略
）

六
十
二

（
略
）

六
十
二

（
略
）

六
十
三

（
略
）

六
十
三

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及

六
十
三

（
略
）

六
十
三

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理

び
貯
蔵
設
備
の
外
面
か
ら
他
の
可
燃
性
ガ
ス

設
備
及
び
貯
蔵
設
備
の
外
面
か
ら
他
の
可

又
は
酸
素
の
高
圧
ガ
ス
設
備
ま
で
の
距
離
を

燃
性
ガ
ス
又
は
酸
素
の
高
圧
ガ
ス
設
備
ま

巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測
定
に

で
の
距
離
を
巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を

よ
り
検
査
を
行
う
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に

用
い
た
測
定
に
よ
り
検
査
を
行
う
。
た
だ

お
い
て
、
規
定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ

し
、
当
該
測
定
に
お
い
て
、
規
定
の
距
離

と
が
目
視
に
よ
り
容
易
に
判
定
で
き
る
場
合

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
目
視
に
よ
り
容

に
限
り
、
目
視
に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と

易
に
判
定
で
き
る
場
合
に
限
り
、
目
視
に

が
で
き
る
。

よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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六
十
四

第
七
条
の

六
十
四

圧
縮
水
素
の
流
量
が
著
し
く
増
加
す

（
新
設
）

（
新
設
）

三
第
一
項
第
十
三

る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
配
管
に
講
じ
た

号
の
圧
縮
水
素
の

措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該

流
量
が
著
し
く
増

措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に

加
す
る
こ
と
を
防

よ
り
検
査
す
る
。

止
す
る
た
め
の
措

置
六
十
五

第
七
条
の

六
十
五

配
管
の
常
用
の
圧
力
以
下
に
減
圧
す

（
新
設
）

（
新
設
）

三
第
一
項
第
十
三

る
た
め
に
当
該
配
管
に
講
じ
た
措
置
の
状
況

号
の
配
管
の
常
用

を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能

の
圧
力
が
充
塡
容

を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す

器
等
の
最
高
充
塡

る
。

圧
力
未
満
の
場
合

に
当
該
配
管
の
常

用
の
圧
力
以
下
に

減
圧
す
る
た
め
の

措
置

六
十
六

第
七
条
の

六
十
六

常
用
の
圧
力
が
高
い
蓄
圧
器
又
は
圧

（
新
設
）

（
新
設
）

三
第
一
項
第
十
四

縮
機
か
ら
常
用
の
圧
力
が
低
い
蓄
圧
器
に
圧

号
の
常
用
の
圧
力

縮
水
素
が
流
入
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め

が
高
い
蓄
圧
器
又

に
配
管
に
講
じ
た
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ

は
圧
縮
機
か
ら
常

り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験

用
の
圧
力
が
低
い

又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

蓄
圧
器
に
圧
縮
水

素
が
流
入
す
る
こ

と
を
防
止
す
る
た

め
の
措
置

六
十
七

第
七
条
の

六
十
七

第
一
号
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
八
号

六
十
四

第
七
条
の

六
十
四

第
一
号
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
六
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三
第
二
項
第
一
号

ま
で
、
第
二
十
号
か
ら
第
三
十
五
号
ま
で
、

三
第
二
項
第
一
号

号
ま
で
、
第
二
十
号
か
ら
第
三
十
五
号
ま

で
準
用
す
る
第
五

第
三
十
七
号
、
第
三
十
八
号
及
び
第
四
十
四

で
準
用
す
る
第
一

で
、
第
三
十
七
号
、
第
三
十
八
号
及
び
第

条
第
一
項
各
号
の

号
に
掲
げ
る
保
安
検
査
の
方
法
に
よ
り
検
査

号
、
第
十
一
号
か

四
十
四
号
に
掲
げ
る
保
安
検
査
の
方
法
に

検
査
項
目
の
う
ち

す
る
。

ら
第
十
六
号
ま
で

よ
り
検
査
す
る
。

、
第
一
号
、
第
十

、
第
二
十
号
か
ら

一
号
か
ら
第
十
八

第
三
十
五
号
ま
で

号
ま
で
、
第
二
十

、
第
三
十
七
号
、

号
か
ら
第
三
十
五

第
三
十
八
号
及
び

号
ま
で
、
第
三
十

第
四
十
四
号
に
掲

七
号
、
第
三
十
八

げ
る
検
査
項
目

号
及
び
第
四
十
四

号
に
掲
げ
る
も
の

六
十
八

（
略
）

六
十
八

（
略
）

六
十
五

（
略
）

六
十
五

（
略
）

六
十
九

第
七
条
の

六
十
九

製
造
設
備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷

（
新
設
）

（
新
設
）

三
第
二
項
第
二
号

凍
設
備
の
外
面
か
ら
巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器

の
二
の
冷
凍
設
備

具
を
用
い
た
測
定
又
は
図
面
に
よ
り
検
査
す

の
保
安
距
離

る
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に
お
い
て
、
規
定

の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
目
視
に
よ

り
容
易
に
判
定
で
き
る
場
合
に
限
り
、
目
視

に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

七
十
～
七
十
七

（

七
十
～
七
十
七

（
略
）

六
十
六
～
七
十
三

六
十
六
～
七
十
三

（
略
）

略
）

（
略
）

七
十
八

第
七
条
の

七
十
八

圧
力
リ
リ
ー
フ
弁
の
設
置
状
況
を
目

七
十
四

第
七
条
の

七
十
四

第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ

三
第
二
項
第
十
号

視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査
す
る
。
な
お
、
作

三
第
二
項
第
十
号

る
保
安
検
査
の
方
法
並
び
に
圧
力
リ
リ
ー

の
圧
力
リ
リ
ー
フ

動
試
験
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
装
置
に
つ
い

の
高
圧
ガ
ス
設
備

フ
弁
の
設
置
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ

弁

て
は
、
そ
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記

の
圧
力
計
、
安
全

り
検
査
す
る
。
な
お
、
作
動
試
験
を
行
う

録
に
よ
り
検
査
す
る
。

装
置
及
び
圧
力
リ

こ
と
が
可
能
な
装
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の

リ
ー
フ
弁

機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
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検
査
す
る
。

七
十
九
～
九
十
四

七
十
九
～
九
十
四

（
略
）

七
十
五
～
九
十

（

七
十
五
～
九
十

（
略
）

（
略
）

略
）

九
十
五

（
略
）

九
十
五

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
外
面
か
ら
火

九
十
一

（
略
）

九
十
一

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
外
面

気
を
取
り
扱
う
施
設
ま
で
の
距
離
を
巻
尺
そ

か
ら
火
気
を
取
り
扱
う
施
設
ま
で
の
距
離

の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測
定
に
よ
り
検

を
巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測

査
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に
お
い
て
、

定
に
よ
り
検
査
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測

規
定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
目
視

定
に
お
い
て
、
規
定
の
距
離
を
満
た
し
て

に
よ
り
容
易
に
判
定
で
き
る
場
合
に
限
り
、

い
る
こ
と
が
目
視
に
よ
り
容
易
に
判
定
で

目
視
に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

き
る
場
合
に
限
り
、
目
視
に
よ
る
検
査
に

。
な
お
、
規
定
の
距
離
を
確
保
す
る
こ
と
が

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
規
定
の

で
き
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
漏
え
い
し
た
ガ

距
離
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

ス
の
流
動
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に

で
あ
つ
て
、
漏
え
い
し
た
ガ
ス
の
流
動
防

つ
い
て
は
当
該
措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
図

止
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は

面
に
よ
り
検
査
し
、
連
動
装
置
に
よ
り
直
ち

当
該
措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
図
面
に
よ

に
使
用
中
の
火
気
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
措

り
検
査
し
、
連
動
装
置
に
よ
り
直
ち
に
使

置
を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
措

用
中
の
火
気
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
措
置

置
の
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査
し

を
講
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
措

、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の

置
の
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査

記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

九
十
六

（
略
）

九
十
六

（
略
）

九
十
二

（
略
）

九
十
二

（
略
）

九
十
七

（
略
）

九
十
七

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理
設
備
及

九
十
三

（
略
）

九
十
三

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
処
理

び
貯
蔵
設
備
の
外
面
か
ら
他
の
可
燃
性
ガ
ス

設
備
及
び
貯
蔵
設
備
の
外
面
か
ら
他
の
可

又
は
酸
素
の
高
圧
ガ
ス
設
備
ま
で
の
距
離
を

燃
性
ガ
ス
又
は
酸
素
の
高
圧
ガ
ス
設
備
ま

巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測
定
に

で
の
距
離
を
巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を

よ
り
検
査
を
行
う
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に

用
い
た
測
定
に
よ
り
検
査
を
行
う
。
た
だ

お
い
て
、
規
定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ

し
、
当
該
測
定
に
お
い
て
、
規
定
の
距
離
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と
が
目
視
に
よ
り
容
易
に
判
定
で
き
る
場
合

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
目
視
に
よ
り
容

に
限
り
、
目
視
に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と

易
に
判
定
で
き
る
場
合
に
限
り
、
目
視
に

が
で
き
る
。

よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

九
十
八

（
略
）

九
十
八

（
略
）

九
十
四

（
略
）

九
十
四

（
略
）

九
十
九

第
七
条
の

九
十
九

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
消
火
設
備
の

九
十
五

第
七
条
の

九
十
五

特
定
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
消
火

三
第
二
項
第
三
十

設
置
状
況
及
び
維
持
管
理
状
況
を
目
視
及
び

三
第
二
項
第
三
十

設
備
の
設
置
状
況
及
び
維
持
管
理
状
況
を

一
号
の
圧
縮
水
素

記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

一
号
の
特
定
圧
縮

目
視
及
び
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

ス
タ
ン
ド
の
消
火

水
素
ス
タ
ン
ド
の

設
備

消
火
設
備

百
～
百
六

（
略
）

百
～
百
六

（
略
）

九
十
六
～
百
二

（

九
十
六
～
百
二

（
略
）

略
）

百
七

第
七
条
の
三

百
七

圧
縮
水
素
の
流
量
が
著
し
く
増
加
す
る

（
新
設
）

（
新
設
）

第
二
項
第
三
十
三

こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
配
管
に
講
じ
た
措

号
ト
の
圧
縮
水
素

置
の
状
況
を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措

の
流
量
が
著
し
く

置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ

増
加
す
る
こ
と
を

り
検
査
す
る
。

防
止
す
る
た
め
の

措
置

百
八

第
七
条
の
三

百
八

配
管
の
常
用
の
圧
力
以
下
に
減
圧
す
る

（
新
設
）

（
新
設
）

第
二
項
第
三
十
三

た
め
に
当
該
配
管
に
講
じ
た
措
置
の
状
況
を

号
ト
の
配
管
の
常

目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を

用
の
圧
力
が
充
塡

作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る

容
器
等
の
最
高
充

。

塡
圧
力
未
満
の
場

合
に
当
該
配
管
の

常
用
の
圧
力
以
下

に
減
圧
す
る
た
め

の
措
置
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百
九

第
七
条
の
三

百
九

常
用
の
圧
力
が
高
い
蓄
圧
器
又
は
圧
縮

（
新
設
）

（
新
設
）

第
二
項
第
三
十
四

機
か
ら
常
用
の
圧
力
が
低
い
蓄
圧
器
に
圧
縮

号
の
常
用
の
圧
力

水
素
が
流
入
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に

が
高
い
蓄
圧
器
又

配
管
に
講
じ
た
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ
り

は
圧
縮
機
か
ら
常

検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又

用
の
圧
力
が
低
い

は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

蓄
圧
器
に
圧
縮
水

素
が
流
入
す
る
こ

と
を
防
止
す
る
た

め
の
措
置

百
十

第
七
条
の
三

百
十

圧
縮
水
素
を
安
全
に
放
出
す
る
た
め
に

（
新
設
）

（
新
設
）

第
二
項
第
三
十
五

蓄
圧
器
に
講
じ
た
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ

号
の
蓄
圧
器
が
危

り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験

険
な
状
態
と
な
つ

又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

た
と
き
に
圧
縮
水

素
を
安
全
に
放
出

す
る
た
め
の
措
置


